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はじめに

　本稿は、2010年度秋学期から2011年春学期にかけて白鴎大学法学部、

立正大学法学部及び慶慮義塾大学湘南藤沢キャンパス（SFC）の学生に

よって実施されたプロジェクト「模範議会2011」1）の概要とその際用いら

れた資料を紹介するものである。

1）　昨年度の模範議会の記録については、岡田順太「模範議会2010一記録と資料」

　白鴎大学論集26巻1号（2011年）を参照。例年と基本的な実施方法に変わりはな

　いので、詳細な説明は割愛する。
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一
、
模
範 議会2011実施の概要

　模範議会プロジェクトは、法学教育の一環として、法案作成・審議と

いった立法作業の模擬体験を通じて、法や政治への理解を深めていくこと

を目指している。

　まず、法案作成については、白鴎大学法学部の専門ゼミナール1（岡田

研究会）及びSFC「リーガル・ワークショップ」の履修者が5つのグルー

プに分かれて作業を進め、学期末に行われた履修者全員の投票において最

高得点を得た「国家公務員法の一部を改正する法律案（労使関係健全化法

案）」が模範議会2011の課題法案となった。この法案をもとに、白鴎大・

立正大・SFCの学生による参議院内の施設を借りての模擬国会（プレ模

範議会）2）が行われた。

　新学期に入り、新たな企画運営者を募集し、法案を引き継いだ学生たち

がグループワークによって法案にっいての様々な調査・検討を重ねて、

ロールプレイ方式による法案審議が行われることとなった。模擬委員会審

議の後、SFC「憲法（統治）」履修者全員による投票（模擬本会議）の結果、

法案は否決されるに至ったが、プロジェクトに関わった学生からは有意義

な体験になったとの感想を得ている。

　今回紹介するのは、その一環として作成された資料の一部である（な

お、個人名は削除してある）。

二、資料の内容

　周知の通り、2011年3月11日の東日本大震災の影響で、SFCでは5月

まで授業が延期されるなど、異常な状況の中で模範議会の議会審議の準備

が進めうれた。にもかかわらず、熱意ある学生たちの取組みによって、例

2）　http：／／web、sfc，keio．acjp／～junta／pub／gikai／110325gikai／
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年に負けず劣らずの模擬国会が実施されることとなった。

（1）全体で共通の資料

　①　進行表

　②　法　案

　議会審議は、委員会部分と本会議部分とで構成される。全体の進行は進

行表（①）で示される通りである。法案（②）は、前年度に学生が作成し

たものである。内容については、想定問答集の部分に詳しいので、そちら

を参照してもらいたい。

（2）委員会用資料

③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩

委員会座席表

大臣の趣旨説明文

役割分担表

委員長用台本

質疑答弁集

討論文

附帯決議案

附帯決議に対する政府発言

　委員会審議は、概ね趣旨説明→質疑→討論→採決の順に進められるが、

このうちで最も中心となるのが質疑である。質疑での質問項目は質疑者が

作成し、事前に政府役の学生に通告され、答弁が用意される。政府側はそ

れを想定問答集（⑦）としてまとめ、答弁に備えるのである。

　委員会座席（③）は、参議院の会場における配置であり、必ずこの形態

でなければならない訳ではない。委員会は、委員長役の学生が委員長用台

本（⑥）に基づき進行し、役割分担表（⑤）に定められたそれぞれの役割

に応じて必要な資料（④・⑦～⑩）を用いることになる。

（3）本会議用資料

　⑪議長用台本

　⑫　委員長報告
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　一般に本会議は、委員会に比べると短時間で終了する。議長役の学生が

議長用台本（⑪）に基づき進行する。委員長役の学生は、本会議で委員会

審議の経過と結果を報告し（⑫）、採決に入る。参加者が多い場合、本会

議での討論を入れることがある。

三、企画運営者の感想など

　今回、模擬国会において企画運営者を務めた学生の感想の一部を以下に

紹介する。

＜反省点＞

　しっかりと法案の条文についての理解ができていなかった。

　本会議における討論の際何度か噛んでしまったうえ、元気のない討論

となってしまい野党としての役割を十分に果たせていなかったと思う。

グループワークをうまく行うことができなかった。

＜改善すべき点＞

　きちんと法案の理解を深めるための時間をもうける。代表者会議など

の出席率をあげられるように日程の調整を行う。

＜感　想＞

　あまり公務員という職業について深く触れたことはなかったため、こ

の模範議会を通じて公務員が直面している問題や仕組みなどを知ること

ができてよかった。世間からはいい印象を受けていない公務員ではある

けども、その実態は与えられている特権数々以上に苦しい労働環境のよ

うに思われる部分も数多く、一概に批判するだけですむものではないよ

うに感じられた。今回の模範議会を通じてグループワークをどのように

行うべきかといったことや、多くの人々で討論の発表を行う緊張などを

知ることができて勉強になった。これらをこれからの学習にもうまく活

用していきたいと思った。
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　まず私は、この憲法の模範議会を通して得た知識や経験はもう他の場

では知る機会のない貴重なものであったということを実感したのととも

に、もっとこの機会にたくさんの資料を読み、ネットや本で調べて、解

釈を深めていけたのではないかということを思いました。たしかに、ま

ず今回の模範議会の議題となった、国家公務員法というもの自体具体的

には全くどのような内容のものなのか知らなかったし、国家公務員に付

与されている争議権にはどのような制限がなぜされているのなど、考え

もしたことがありませんでした。しかし、この模範議会を通して自分で

国家公務員法について調べていくうちに、『どうやらILO勧告といった

外国からの圧力があるらしいぞ』、『国家公務員に争議権が付与されてい

ないのは、戦後のGHQ統治下の時代に関係があるようだ』、『なにやら

LRAという横文字がでてきたぞ』といったここに書ききれませんが本

当に知り得もしなかったこと知り、また、その得た知識が自分で調べた

ことによって、あたかも知っていなかったことが恥ずかしいと思うよう

になりました。今までは、直感で「こうしたらよいのでは？」と普通に

思っていたことが、実際に、法律というものの言葉の意味を解釈し、い

ろいろな判例や外発的要因を調べていくというプロセスを今回踏んだあ

とに振り返ってみると、なにも資料も根拠なく自分の意見をいうことが

いかに厚かましいことなんだと思うようになりました。

　その一方で、とは言っても今回の模範議会の質疑やそれに対する応答

には、先生が議会のあとご指摘してくださったように、目立って鋭いも

のはなく、議論も発展しませんでした。やはり、これは自分も含め皆、

調べが足りなかったからではないかとおもいます。実際に、私もいろん

なところから資料を集め、調べましたが、今振り返ってみるともっとで

きたのではないかと感じています。

　そうはいっても、今回の模範議会で得たことは何も知識や法解釈の仕

方、グループワークの要領といった直接的なことばかりではなく、わた
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しは、憲法というものへの興味や関心が強く湧いたことが最大の収穫だ

と思っています。

　今回、私は政府の重要な役回りをやらせていただきました。

　政府役と私の班が決まるまで、討論文等を書かせていただいたわけで

すが、「公務員の人権保障のあり方」や「公務員と民間労働者の違い」

などばかりに気を取られて、そのことばかりに焦点をおいたものとなっ

てしまっていたように感じます。本会議の先生の講評の中であったよう

に法案の欠陥自体をつっこむような内容も含めるようにしたほうがよ

かったと考えています。

　また、途中結果の先生のコメントの中で、私の班は「質問がありきた

りすぎる」と言われたので、もっとこの法案に関する事項を勉強して

っっこんだ質問をすればよかったと反省しています。

　あと、途中からはほとんどなかったのですが、上手くグループワーク

ができず、停滞したり少人数に頼り切るという事態に陥ったこともあっ

たので、今後は上手く連携が取れるようにしていきたいと考えていま

す。

　今回の法案は否決されて悔しかったですが、この約3か月間は今ま

で、調べたことがなかった法案についてや人権について、まだまだ足り

ないですが、よく勉強したと思います。このような委員会会議などで自

分が答弁したり、野次を受けたり等、経験をすることははほぼ初めてな

内容ばかりで、自分にとって大変良い思い出となりました。企画運営者

同士で切磋琢磨したりして本当にこの企画運営者になることができて良

かったと感じています。

　今回、企画運営者として模範議会での反省は先生が模範議会の最後に

おっしゃった、私たちが「国会議員と同じことをやっていた」というこ

とでした。先生に言われて初めて、法律の条文にふれずに皮相的な議論

になっていた、ということに気づいた。
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私はこれからも法律を学んでいくつもりです。ですから、今回の反省

を活かして、法律を学んでいきたいと思います。

　模範議会の企画運営者をやってみて、議員の仕事の難しさを体感しま

した。私はこのようなことをやるのが初めての経験で、もちろん法案の

内容にっいても詳しくは知らず、どのように進めていくかも全くわかり

ませんでした。しかし、模範議会をここまでやってきて、公務員の労働

基本権を付与するかどうかの議論についてはある程度は詳しくなり、こ

のようなグループワークの進め方もわかりました。しかし、反省点もた

くさんあります。法案の条文についてあまり触れることができませんで

した。法案の条文が最も重要であることが分かったので、これを今後に

生かしていきたいです。また、法案の条文の理解が非常に甘かったと思

いました。法律の条文の解釈が最も重要であるにも関わらず、法案の解

釈が甘く討論文などで至らない点があったと思います。模範議会で法律

の条文の解釈の難しさと重要さがわかりました。来学期も法学系の授業

を履修するので、この経験を生かして、法律の条文の解釈を頑張りたい

です。

　この模範議会について、確かに実際の議会の感じなどは実際にやって

みたことで体験的に知ることができ良かったが、どうしても形式にこだ

わりすぎて「議会」という意味ではそこまで盛り上がらなかった気がし

た。

　反省点としてはややグループワークの時間が取れなかったと思う。

　改善点としては野次についてきちんとした説明を一般履修者にするべ

きだったのではないかと思う。あくまで授業の一環として野次をしただ

けであるのにそれを憂さ晴らしのように捉えられるのはいささか不愉快

であった。

　感想そしてはなかなかない機会を貰えてなによりだと思う。先生に直

接書いたレポートを完膚無きまでに批判していただけるのも本当にカに
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なってありがたかった。

　今回、自分はまったく知識などは持っていないのにもかかわらず、良

い経験となるだろうという考えと模範議会っておもしろそうだなという

興味だけで参加した。国会がどのように行われているかなども知らず、

よくも参加する気になったなというくらいの知識の無さではあった。そ

れでもグル∀プワークのメンバーに迷惑はかけることができないので、

必死に勉強した結果多くの知識をつけることができた。

　他の模範議会の企画運営者はほとんどが、憲法に関する知識を必要と

するそれこそ国家公務員や検事、弁護士になりたいという夢を持ってい

た。自分はまったくそういった夢があったわけでもなく、興味本位で参

加したので志のとても高いメンバーに迷惑をかけてしまったかもしれな

い。けれども、こんなこともわからないのかという顔をされても、みん

なについていきたくてわからないことは多く質問した。そういった意味

では我が班のグループワークはとてもいいものとなったのだと思う。特

に私にとっては。能力もみんなより劣っていたために、出来ないことが

多かったが、私に出来る資料作成等は振り分けてもらい、班としては分

担作業がよく出来ていた。

　この経験は私のように憲法に関する職業を志す者でない場合でも、後

に役に立つ経験であった。ただ、もう少し知識をつけるべきであったか

という反省もある。

　法律の条文についての理解不足と、そこからくる抽象的な議論をして

しまった事に対する反省は、次回以降に活かしたい。LRAの基準とい

う自分も知らなかったような言葉を多用してしまった事は反省点だ。

LRAの基準にっいての理解が浅かったために討論文で上手に表現でき

なかった。

　討論文には理解していないことを盛り込むことが非常に難しく、理解

の浅いことを盛り込めば盛り込むほどわかりにくい討論文になっていく
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ことを強く感じた。一般の履修者の方に上手に伝えることができなかっ

たことが、今回の否決という結果に結びついてしまったのだと思われ

る。

　改善点としては、条文を起点に話し合うことと、理解を確実なものに

することがあげられる。模範議会は、法律について本気で考える機会

で、とても刺激的だった。討論に関して、大勢の前で絵話す機会は多く

ないた貴重な経験になった。国会議員の気持ちを少し理解できた。

＜反省点＞

・グループワークの強みを生かし切れなかったこと

　第一・回目の課題提出の際、グループワークが上手く行かず、最終的に

課題の大部分を一人の独断で仕上げて提出してしまうということがあり

ました。“グループワークなのだから班で協力すべぎ’との担当SAの

アドバイスも受けましたが、実際にそのようにできたのは役割が決まっ

た後からでした。一人に負担が行ってしまったことも一人が独断で作業

を進めたことも同じくらい反省するべき点であったと感じています。

・法律案の深い部分まで考えをいたらせることが出来なかったこと

　個人作業でのことですが、法律案を幅広い視点で見なければならない

という思いにとらわれ過ぎて却ってどこから手を付けるべきか分からな

くなり、結局条文よりも政策的判断の観点に視線が向かってしまう結果

となってしまいました。先日の講評を聞いてそもそも自分の方法論が間

違っていたのだと痛感しました。今後はどこを問題とするべきなのか、

どこが焦点なのかを見極める目を持てるようになりたいです。

＜感　想＞

　個人的にもグループ的にも反省すべき点は多々ありましたが、その分

自身の解答を見つけるための方法論についてやグループワークの仕方、

それ以外でも法律案の内容である国家公務員の労働権について、具体的

な体験の伴う勉強をすることができたと感じています。グループワーク
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が上手くいかないときなど辛い時期もありましたが、全てが終了した今

振り返ってみるとそれらの体験も含めて企画運営者としてこの模範議会

のプロジェクトに関わることが出来て本当によかったと思っています。

また、飲み会の席で様々な先輩方のお話を伺うことが出来たことも本当

に幸運でした。とても楽しかったです。

　これからも“模範議会プロジェクトは一過性のものではありません”

という先生のお言葉をしっかりと胸に留め、折に触れてこの模範議会で

のことを振り返っていくようにします。そうした作業の中で、自分を更

に成長させてゆきたいと考えています。

＜反省点＞

　討論文にっいて。全員で集まって内容をより議論を詰めたものにした

かったが、全員の都合が合わず、メールでのやりとりに終始してしまい

ました。班員と指導役の先輩との聞でコミュニケーションが取れておら

ず、指導役の先輩に相談することもなく終わってしまいました。

＜改善すべき点＞

　1回目の企画運営者会議のときに、指導役の先輩がどなたなのか一度

お会いしておきたかったです。一度会っていれば、相談もしやすかった

かなと思います。

＜感　想＞

　模範議会では1つのテーマに関して1学期かけて調べたり、考えたり

したことで、今までの受け身の勉強ではしなかったような自発的な学習

を経験でき、これから先大学で学んでいくうえで、その姿勢を改めて考

えることができました。

　今回は1年であり、浅はかな知識と少ない経験の上で模範議会に取り

組みましたが、上級生になって大学での勉強を進めるにつれ、また違っ

た観点から模範議会を見ることができるのではないかとも思いました。

また、先輩方のようになんらかの形で模範議会に参加できたらいいなと
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思います。

＜反省点＞

①グループワークの際にグループのメンバーとのコミュニケーションが

　不足していました。そのため、提出期限閲近になって役割分担をしっ

　かり通達していなかったのに気づき、二人とも討論文を書いていて急

　遽質疑を練ることになるなど、十分に質疑に時間をかけることができ

　なかったり、討論文を見直すことができませんでした。

②法案を理解しながら、討論文を書いていましたが、十分に法案を理解

　してから書くべきでした。

＜感　想＞

　大学に入学して初めて履修した法学系科目が憲法（統治）となったの

ですが、まだまだ法学の知識がない自分に模範議会の企画運営などでき

るのかという気持ちを持ちながらも、企画運営者として、今回の模範議

会に携わらせていただきました。最初はなかなか仕組みが理解できず、

戸惑っていました。目の前の仕組みを理解するのに精一杯になってしま

い、討論文や質疑に十分な時間をかけられなかったのが、残念でした。

しかしながら、法案が採決されるまでの過程を理解することがでたこと

によって、次に繋がる体験になったと思っています。

おわりに

　2006年以来、模範議会プロジェクトは、筆者の一人（岡田）が担当授

業の一環として進めてきたところであるが、本年度より、この企画趣旨に

賛同した、法学教育に知見と実績を有する研究者による監修・協力体制を

構築することとなった。そうした体制の下で、模範議会プロジェクトが今

後も実施されることになるが、従来的な企画の運営にとどまらず、模範議

会の教育的意義や効果、課題点などについて多角的に考察するとともに、
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岡田順太・岩切大地・大林啓吾・横大道聡

新たな課題・機軸を模索しているところである3）。具体的な成果について

は、他日、別稿にて紹介する予定であるが、今後とも、より多くの教育関

係者・法学研究者にこの企画の趣旨を理解して頂き、同様の取組みを普及

させていきたいと考えている。本資料がその一助となれば幸いである。

3）　たとえば、一案として、模範議会で制定した法律を基にして、それを模擬裁

　判で取り扱うなどの連環などがありうる。（その予備作業として、模擬裁判を行

　い、法学教育の関連から分析する作業を行った。今回と扱う題材は異なるが、そ

　れをまとめたものとして、大林啓吾・岡田順太・岩切大地・横大道聡「法学教育

　における模擬裁判の実践　　漫画規制を通して憲法問題を考える　　」情報処理

　センター年報（帝京大学）14巻（2012年）65－85頁）。模範議会と模擬裁判を連続

　的に行うことは様々な課題が想定されるため、ただちにその作業に取り組むこと

　はできないかもしれないが、将来の課題として考えておきたい。
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資料①　進行表

議案：国家公務員法等の一部を改正する法律案（内閣提出、衆議院送付）

O　参議院内閣委員会

事　項 担当会派 担当者名 所　要

開議宣告・委員長挨拶 委員長 X
5分政府参考人出席要求 委員長 X

趣旨説明 国務大臣 G1

質疑① 会派① A1 15分

質疑② 会派② B1 10分

質疑③ 会派③ C1 15分

質疑④ 会派③ C2 10分

討論（反対） 会派③ C3 5分

討論（賛成） 会派② B2 5分

討論（賛成） 会派① A2 5分

採決 委員長 X

5分
附帯決議 会派② B3

政府からの発言 国務大臣 G1

審査報告書作成承認・散会宣告 委員長 X
計 75分

＜発言のない委員＞A3～A6、C4

＜答弁者＞

国務大臣（公務員制度改革担当）（G1）　　　、内閣府大臣政務官（G2）

政府特別補佐人：人事院総裁（G4）

政府参考人：国家公務員制度改革推進本部事務局長（G3）

○　参議院本会議

事　項 担当会派 担当者名 所　要

開議宣告 議長 Y
7分

委員長報告 委員長 X
採決 議長 Y

3分
散会宣告 議長 Y

計 10分
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函 田 一 岡 冴 ・ 端 菖 汁 苗 ・ 冴 婁 囑 嘲 ・ 麟 汁 薩 謬

繍 輩 ◎ 辮 湘

　 　 　 国 家 公 務 員 法 等 の 心 部 を 改 正 す る 法 律

　 　 （ 国 家 公 務 員 法 の 一 部 改 正 ）

第 一 条 　 国 家 公 務 員 法 （ 昭 和 二 十 二 年 法 律 第 百 二 十 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　 　 目 次 中 「 第 百 八 条 の 七 」 を 「 第 百 八 条 の 十 九 」 に 改 め る 。

　 　 第 二 十 八 条 第 ｝ 項 中 「 情 勢 に 」 の 下 に 「 職 場 の 規 模 に 応 じ て 」 を 加 え る 。

　 　 第 六 十 四 条 第 二 項 中 「 生 計 費 、 民 間 に お け る 賃 金 」 を 「 生 計 費 及 び 民 間 に お け る そ の 規 模 に 応 じ た 賃 金

　 並 び に 官 庁 の 規 模 」 に 改 め る 。

　 　 第 九 十 八 条 二 項 中 「 職 員 は 」 の 下 に 「 、 第 百 八 条 の 九 に 規 定 す る 場 合 を 除 き 」 を 加 え 、 同 条 第 三 項 中

　 「 そ の 他 」 を 「 そ の 他 の 」 に 改 め る 。

　 　 第 百 八 条 の 二 第 二 項 中 「 職 員 以 外 の 職 員 」 の 下 に 　 「 （ 特 定 独 立 行 政 法 人 の 職 員 並 び に 国 有 林 野 事 業 （ 国

　 有 林 野 事 業 特 別 会 計 に お い て 事 務 を 取 り 扱 う 治 山 事 業 を 含 む 。 以 下 こ の 節 に お い て 同 じ 。 ） 　 及 び こ れ に 附

　 帯 す る 事 業 を 行 う 国 の 経 営 す る 企 業 の 職 員 を 除 く 。 ご を 加 え る 。

　 　 第 百 八 条 の 三 中 第 十 項 を 第 十 一 項 と し 、 第 九 項 を 第 十 項 と し 、 同 条 第 八 項 中 「 第 六 項 」 を 「 第 七 項 」 に
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改 め 、 同 項 を 同 条 第 九 項 と し 、 第 七 項 を 第 八 項 と し 、 同 条 第 六 項 中 「 第 四 項 」 を 「 第 五 項 」 に 改 め 、 同 項

を 同 条 第 七 項 と し 、 同 条 第 五 項 中 「 前 三 項 」 を 「 前 四 項 」 に 改 め 、 同 項 を 同 条 第 六 項 と し 、 同 条 第 五 項 中

「 前 項 」 を 「 前 二 項 」 に 改 め 、 同 項 を 同 条 第 五 項 と し 、 第 三 項 を 第 第 四 項 と し 、 第 二 項 の 次 に 次 の 一 項 を

加 え る 。

　 3 　 職 員 団 体 が 登 録 さ れ る 資 格 を 有 し 、 及 び 引 き 続 い て 登 録 さ れ て い る た め に は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る も

　 　 の に 反 し な い こ と を 必 要 と す る 。

　 一 　 何 人 も 、 い か な る 場 合 に お い て も 、 人 種 、 宗 教 、 性 別 又 は 門 地 に よ つ て 職 員 団 体 の 構 成 員 た る 資 格

　 　 を 奪 わ れ な い と す る こ と 。

　 二 　 総 会 は 、 少 な く と も 毎 年 一 回 開 催 す る こ と 。

　 三 　 す べ て の 財 源 及 び 使 途 、 主 要 な 寄 付 者 の 氏 名 並 び に 現 在 の 経 理 状 況 を 示 す 会 計 報 告 は 、 職 員 団 体 の

　 　 構 成 員 に よ つ て 委 嘱 さ れ た 職 業 的 に 資 格 が あ る 会 計 監 査 人 に よ る 正 確 で あ る こ と の 証 明 書 と と も に 、

　 　 人 事 院 規 則 で 定 め る 方 法 に よ り 、 少 な く と も 毎 年 一 回 公 表 さ れ る こ と 。

　 四 　 同 盟 罷 業 は 、 職 員 団 体 又 は 職 員 団 体 の 構 成 員 に よ り 選 挙 さ れ た 代 議 員 の 直 接 無 記 名 投 票 の 過 半 数 に
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菰 灘 購 ゆ 8 置

　 よ る 決 定 を 経 な け れ ば 開 始 し な い こ と 。

第 百 八 条 の 四 を 次 の よ う に 改 め る 。

（ 過 半 数 団 体 の 登 録 ）

第 百 八 条 の 四 　 管 理 職 員 等 以 外 の 職 員 で あ り 、 か つ 、 第 百 八 条 の 二 第 五 項 に 規 定 す る 職 員 以 外 の 職 員 で

　 あ る 者 の 総 数 の 過 半 数 の 職 員 が 組 織 す る 登 録 さ れ た 職 員 団 体 （ 以 下 、 　 「 過 半 数 団 体 」 と い う 。 ） 　 は 、

　 人 事 院 規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 す べ て の 構 成 員 の 氏 名 及 び 人 事 院 規 則 で 定 め る 事 項 を 記 載 し た 申

　 請 書 を 添 え て 人 事 院 に 登 録 を 申 請 す る こ と が で き る 。

2 　 人 事 院 は 、 登 録 を 申 請 し た 過 半 数 団 体 の 申 請 の 内 容 に 誤 り が な い と き は 、 人 事 院 規 則 で 定 め る と こ

　 ろ に よ り 、 前 項 に 規 定 す る 申 請 書 の 理 事 そ の 他 の 役 員 以 外 の 構 成 員 の 氏 名 を 除 く 記 載 事 項 を 登 録 し 、

　 当 該 過 半 数 団 体 に そ の 旨 を 通 知 し な け れ ば な ら な い 。

3 　 前 項 の 規 定 に よ り 登 録 さ れ た 過 半 数 団 体 （ 以 下 、 　 「 登 録 過 半 数 団 体 」 と い う 。 ） 　 が 過 半 数 団 体 で な

　 く な つ た と き は 、 人 事 院 は 、 人 事 院 規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 当 該 過 半 数 団 体 の 前 項 の 規 定 に よ る

　 登 録 を 取 り 消 さ な け れ ば な ら な い 。
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　 4 　 前 項 の 規 定 に よ る 登 録 の 取 消 し に 係 る 聴 闘 の 期 目 に お け る 審 理 は 、 前 条 第 八 項 の 規 定 を 準 用 す る 。

　 5 　 登 録 過 半 数 団 体 は 、 第 一 項 に 規 定 す る 申 請 書 の 記 載 事 項 に 変 更 が あ つ た と き は 、 人 事 院 規 則 で 定 め

　 　 る と こ ろ に よ り 、 人 事 院 に そ の 旨 を 届 け 出 な け れ ば な ら な い 。 こ の 場 合 に お い て は 、 第 二 項 の 規 定 を

　 　 準 用 す る 。

　 第 百 八 条 の 五 第 一 項 中 「 職 員 の 給 与 、 勤 務 時 間 そ の 他 の 勤 務 条 件 に 関 し 、 及 び こ れ に 附 帯 し て 、 社 交 的

又 は 厚 生 的 活 動 を 含 む 適 法 な 活 動 に 係 る 事 項 」 を 「 次 の 各 号 に 掲 げ る 事 項 」 に 改 め 、 同 項 に 次 の 各 号 を 加

え る 。

　 ］ 　 俸 給 そ の 他 の 給 与 、 勤 務 時 間 、 休 憩 、 休 日 及 び 休 暇 に 関 す る 事 項

　 二 　 昇 任 、 降 任 、 転 任 、 休 職 、 免 職 及 び 懲 戒 の 基 準 に 関 す る 事 項

　 三 　 保 健 、 安 全 保 持 及 び 災 害 補 償 に 関 す る 事 項

　 四 　 前 三 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 労 働 条 件 に 関 す る 事 項

　 第 百 八 条 の 五 第 二 項 中 「 職 員 団 体 」 を 「 第 百 八 条 の 八 に 規 定 す る 場 合 を 除 き 、 職 員 団 体 」 に 改 め 、 同 条

第 三 項 中 「 国 の 事 務 」 を 「 第 一 項 各 号 の 規 定 に か か わ ら ず 、 国 の 事 務 」 に 改 め 、 同 条 第 四 項 を 次 の よ う に
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團 田 意 冴 ・ 並 菖 冴 苗 ・ 冴 敦 曝 咽 ⊥ 蹄 汁 嵐 溺

改 め る 。

　 4 　 職 員 団 体 が 交 渉 す る こ と の で き る 当 局 は 、 法 令 の 改 正 が 必 要 と な る 事 項 の 交 渉 に あ つ て は 当 該 法 令

　 　 を 所 管 す る 大 臣 又 は 当 該 法 令 を 所 管 す る 大 臣 か ら 当 該 交 渉 に 係 る 委 任 を 受 け た 部 内 の 上 級 の 職 員 、 人

　 　 事 院 規 則 の 改 正 が 必 要 と な る 事 項 の 交 渉 に あ つ て は 人 事 院 総 裁 又 は 人 事 院 総 裁 か ら 当 該 交 渉 に 係 る 委

　 　 任 を 受 け た 部 内 の 上 級 の 職 員 、 法 令 の 改 正 が 必 要 と な ら な い 事 項 の 交 渉 に あ つ て は 当 該 事 項 の 裁 量 を

　 　 有 す る 任 命 権 者 又 は 当 該 事 項 の 裁 量 を 有 す る 任 命 権 者 か ら 当 該 交 渉 に 係 る 委 任 を 受 け た 部 内 の 上 級 の

　 　 職 員 と す る 。 た だ し 、 内 閣 総 理 大 臣 は す べ て の 適 法 な 交 渉 及 び 団 体 協 約 に 係 る 当 局 で あ る と す る 。

　 第 百 八 条 の 六 第 三 項 中 　 「 （ 特 定 独 立 行 政 法 人 等 の 労 働 関 係 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 二 十 三 年 法 律 第 二 百 五 十

七 号 ） 第 二 条 第 四 号 の 職 員 と し て 同 法 第 七 条 第 ｝ 項 た だ し 書 の 規 定 に よ り 労 働 組 合 の 業 務 に 専 ら 従 事 し た

こ と が あ る 職 員 に つ い て は 、 五 年 か ら そ の 専 ら 従 事 し た 期 間 を 控 除 し た 期 間 ） 」 を 削 る 。

　 第 三 章 第 十 節 に 次 の 十 三 条 を 加 え る 。

　 （ 団 体 協 約 ）

　 第 百 八 条 の 八 　 管 理 職 員 等 以 外 の 職 員 が 組 織 す る 登 録 さ れ た 職 員 団 体 と 当 局 の 交 渉 で は 、 団 体 協 約 を 締
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　 結 す る こ と が で き る ．

2 　 前 項 の 団 体 協 約 は 、 第 三 項 に 規 定 す る 場 合 を 除 き 、 当 該 職 員 団 体 の 構 成 員 以 外 の 勤 務 条 件 等 を 直 接

　 に 規 定 す る 事 項 、 法 令 又 は 人 事 院 規 則 の 改 正 が 必 要 と な る 事 項 、 国 の 事 務 の 管 理 及 び 運 営 に 関 す る 事

　 項 、 第 百 八 条 の 五 第 一 項 各 号 に 掲 げ る 事 項 以 外 の 事 項 及 ぴ 人 事 院 規 則 で 定 め る 団 体 協 約 の 内 容 と し て

　 相 応 し く な い 事 項 に つ い て は 、 規 定 す る こ と が で き な い 。

3 　 登 録 過 半 数 団 体 と 当 局 の 交 渉 で は 、 前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 団 体 協 約 を 締 結 す る こ と が で き る 。

　 た だ し 、 法 令 又 は 人 事 院 規 則 の 改 正 が 必 要 と な る 事 項 に つ い て 規 定 す る 協 約 を 締 結 で き る 当 局 は 、 内

　 閣 総 理 大 臣 の み と す る 。

4 　 前 項 の 団 体 協 約 億 、 管 理 職 員 等 及 び 第 百 八 条 の 二 第 五 項 に 規 定 す る 職 員 の 勤 務 条 件 を 直 接 に 規 定 す

　 る 事 項 、 国 の 事 務 の 管 理 及 び 運 営 に 関 す る 事 項 、 法 令 又 は 人 事 院 規 則 の 改 正 が 必 要 と な ら な い 事 項 で 、

　 当 該 職 員 団 体 の 構 成 員 以 外 の 勤 務 条 件 等 を 直 接 に 規 定 す る も の 、 第 百 八 条 の 五 第 ］ 項 各 号 に 掲 げ る 事

　 項 以 外 の 事 項 及 び 人 事 院 規 則 で 定 め る 団 体 協 約 の 内 容 と し て 相 応 し く な い 事 項 に つ い て は 、 規 定 す る

　 こ と が で き な い 。 ま た 、 人 事 院 規 則 の 改 正 が 必 要 と な る 事 項 を 団 体 協 約 に 規 定 す る と き は 、 内 閣 総 理
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　 大 臣 は 、 あ ら か じ め 人 事 院 の 意 見 を 聴 か な け れ ば な ら な い 。

5 当 局 は 、 第 一 項 及 び 第 三 項 に 規 定 す る 団 体 協 約 が 締 結 さ れ た と き は 、 内 閣 を 経 て 国 会 に 提 出 し 、 そ

　 の 承 認 を 受 け な け れ ば な ら な い 。

6 　 第 一 項 及 び 第 三 項 に 規 定 す る 団 体 協 約 は 、 前 項 の 承 認 を 受 け な け れ ば そ の 効 力 を 有 し な い 。

7 　 内 閣 総 理 大 臣 が 第 一 項 及 び 第 三 項 に 規 定 す る 団 体 協 約 を 締 結 す る 場 合 、 内 閣 総 理 大 臣 以 外 の 大 臣 、

　 会 計 検 査 院 長 若 し く は 人 事 院 総 裁 又 は 宮 内 庁 長 官 若 し く は 各 外 局 の 長 が 任 命 権 を 有 す る 職 員 の 勤 務 条

　 件 を 直 接 に 規 定 す る 事 項 が 当 該 団 体 協 約 に 含 ま れ て い る と き 、 内 閣 総 理 大 臣 は 、 あ ら か じ め 当 該 職 員

　 の 任 命 権 者 と 協 議 し な け れ ば な ら な い 。

8 　 内 閣 総 理 大 臣 は 、 第 三 項 及 び 第 百 八 条 の 五 第 四 項 た だ し 書 の 規 定 に よ る 権 限 を 、 内 閣 官 房 長 官 に 委

　 任 す る 。

9 　 団 体 協 約 に つ い て は 、 労 働 組 合 法 （ 昭 和 二 十 四 年 法 律 第 百 七 十 四 号 ） 第 十 四 条 及 び 第 十 五 条 を 準 用

　 す る 。

（ 争 議 行 為 ）
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第 百 八 条 の 九 　 管 理 職 員 等 以 外 の 職 員 が 組 織 す る 登 録 さ れ た 職 員 団 体 は 、 こ の 法 律 の 定 め る と こ ろ に よ

　 り 、 同 盟 罷 業 、 怠 業 、 作 業 所 閉 鎖 そ の 他 労 働 関 係 の 当 事 者 が 、 そ の 主 張 を 貫 徹 す る こ と を 目 的 と し て

　 行 う 行 為 及 び こ れ に 対 抗 す る 行 為 で あ つ て 、 業 務 の 正 常 な 運 営 を 阻 害 す る も の （ 以 下 、 　 「 争 議 行 為 」

　 と い う 。 ） 　 を す る こ と が で き る 。 た だ し 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 行 為 に つ い て は 、 こ の 限 り で な い 。

　 一 　 人 事 院 規 則 で 定 め る 政 治 的 目 的 を 含 む も の

　 二 　 当 該 職 員 団 体 の 構 成 員 以 外 の 勤 務 条 件 等 を 直 接 に 規 定 す る 事 項 に 係 る 要 求 又 は 主 張 を 含 む も の

　 三 　 法 令 又 は 人 事 院 規 則 の 改 正 が 必 要 と な る 事 項 に 係 る 要 求 又 は 主 張 を 含 む も の

　 四 　 国 の 事 務 の 管 理 及 び 運 営 に 関 す る 事 項 に 係 る 要 求 又 は 主 張 を 含 む も の

　 五 　 第 百 八 条 の 五 第 一 項 各 号 に 掲 げ る 事 項 以 外 の 事 項 に 係 る 要 求 又 は 主 張 を 含 む も の

　 六 　 労 働 協 約 が 国 会 で 承 認 さ れ な か つ た こ と に 関 す る 事 項 に 係 る 要 求 又 は 主 張 を 含 む も の

　 七 　 人 事 院 規 則 で 定 め る 団 体 協 約 の 内 容 と し て 相 応 し く な い 事 項 に 係 る 要 求 又 は 主 張 を 含 む も の

　 八 　 そ の 他 人 事 院 規 則 で 定 め る 行 為

2 　 登 録 過 半 数 団 体 は 、 前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 こ の 法 律 の 定 め る と こ ろ に よ り 、 争 議 行 為 を す る こ
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　 と が で き る 。 た だ し 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 行 為 に つ い て は 、 こ の 限 り で な い 。

　 一 　 前 項 第 一 号 、 同 項 第 三 号 、 同 項 第 五 項 及 び 同 項 第 六 項 か ら 第 八 項 に 掲 げ る も の

　 二 　 管 理 職 員 等 及 び 第 百 八 条 の 二 第 五 項 に 規 定 す る 職 員 勤 務 条 件 等 を 直 接 に 規 定 す る 事 項 に 係 る 要 求

　 　 又 は 主 張 を 含 む も の

　 三 　 法 令 又 は 人 事 院 規 則 の 改 正 が 必 要 と な ら な い 事 項 で 、 当 該 職 員 団 体 の 構 成 員 以 外 の 勤 務 条 件 等 を

　 　 直 接 に 規 定 す る も の に 係 る 要 求 又 は 主 張 を 含 む も の

3 第 一 項 に 規 定 す る 争 議 行 為 を す る に は 、 そ の 争 議 行 為 を し よ う と す る 日 の 少 な く と も 十 五 日 前 ま で

　 に 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 事 項 を 公 表 す る と と も に 、 内 閣 総 理 大 臣 及 び 争 議 行 為 に 参 加 す る 職 員 の 任 命 権

　 者 並 び に 中 央 労 働 委 員 会 （ 以 下 、 　 「 委 員 会 」 と い う 。 ） 　 及 び 人 事 院 に 届 け 出 な け れ ば な ら な い 。

　 一 　 争 議 行 為 に 参 加 す る 団 体 の 名 称

　 二 　 争 議 行 為 に 参 加 す る す べ て の 職 員 の 氏 名 及 び 所 属 先

　 三 　 争 議 行 為 の 目 的

　 四 　 争 議 行 為 の 日 時
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　 五 　 争 議 行 為 の 場 所

　 六 　 争 議 行 為 に 係 る 要 求

　 七 　 そ の 他 政 令 で 定 め る 事 項

（ 委 員 ）

第 百 八 条 の 十 　 百 八 条 の 十 　 委 員 会 が 第 百 八 条 の 十 二 第 一 項 、 第 百 八 条 の 十 三 第 三 号 及 び 第 四 号 並 び に

　 第 百 八 条 十 五 第 四 号 の 委 員 会 の 決 議 そ の 他 政 令 で 定 め る 委 員 会 の 事 務 を 処 理 す る 場 合 に は 、 こ れ ら の

　 事 務 の 処 理 に は 、 公 益 を 代 表 す る 委 員 の う ち 会 長 が あ ら か じ め 指 名 す る 四 人 の 委 員 及 び 会 長 （ 第 百 八

　 条 の 十 二 第 二 項 に お い て 「 政 府 等 担 当 公 益 委 員 」 と い う 。 ） 、 労 働 組 合 法 第 十 九 条 の 三 第 二 項 に 規 定 す

　 る 内 閣 の 推 薦 に 基 づ き 任 命 さ れ た 同 項 に 規 定 す る 四 人 の 委 員 （ 第 百 八 条 の 十 二 第 二 項 に お い て 「 政 府

　 担 当 使 用 者 委 員 」 と い う 。 ） 並 び に 同 法 第 十 九 条 の 三 第 二 項 に 規 定 す る 登 録 さ れ た 職 員 団 体 の 推 薦 に

　 基 づ き 任 命 さ れ た 同 項 に 規 定 す る 四 人 の 委 員 （ 第 百 八 条 の 十 二 第 二 項 に お い て 「 政 府 等 担 当 労 働 者 委

　 員 」 と い う 。 ） 　 の み が 参 与 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 委 員 会 の 事 務 の 処 理 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 政 令

　 で 定 め る 。
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（ 勧 告 の 尊 重 ）

第 百 八 条 の 十 一 　 委 員 会 は 、 こ の 法 律 の 定 め る 権 限 の 行 使 及 び 事 務 の 処 理 に あ つ て は 、 第 二 十 二 条 及 び

　 第 二 十 八 条 並 び に 第 六 十 七 条 及 び 第 八 十 八 条 に 規 定 す る 勧 告 を 尊 重 し な け れ ば な ら な い 。

（ あ つ せ ん ）

第 百 八 条 の 十 二 　 委 員 会 は 、 政 府 と 登 録 さ れ た 職 員 団 体 と の 間 に 発 生 し た 紛 争 に つ い て 、 内 閣 総 理 大 臣

　 又 は 登 録 さ れ た 職 員 団 体 の 申 請 又 は 委 員 会 の 決 議 に よ り 、 あ つ せ ん を 行 う こ と が で き る 。

2 　 前 項 の あ つ せ ん は 、 委 員 会 の 会 長 が 政 府 等 担 当 公 益 委 員 、 政 府 等 担 当 使 用 者 委 員 若 し く は 政 府 等 担

　 当 労 働 者 委 員 若 し く は 政 令 で 定 め る 者 の う ち か ら 指 名 す る あ つ せ ん 員 又 は 委 員 会 の 同 意 を 得 て 委 員 会

　 の 会 長 が 委 嘱 す る あ つ せ ん 員 に よ つ て 行 う 。

3 　 あ つ せ ん 員 （ 委 員 会 の 委 員 で あ る 者 を 除 く 。 次 項 に お い て 同 じ 。 ） 　 は 、 政 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、

　 報 酬 及 び そ の 職 務 を 行 う た め に 要 す る 費 用 の 弁 償 を 受 け る こ と が で き る 。

4 　 あ つ せ ん 員 又 は あ つ せ ん 員 で あ つ た 者 は 、 そ の 職 務 に 関 し て 知 る こ と が で き た 秘 密 を 漏 ら し て は な

　 ら な い 。
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5 　 労 働 関 係 調 整 法 （ 昭 和 二 十 一 年 法 律 第 二 十 五 号 ） 第 十 三 条 及 び 第 十 四 条 の 規 定 は 、 第 一 項 の あ つ せ

　 ん に つ い て 準 用 す る 。

（ 調 停 の 開 始 ）

第 百 八 条 の 十 三 　 委 員 会 は 、 次 の 場 合 に 調 停 を 行 う 。

一 　 内 閣 総 理 大 臣 及 び 登 録 さ れ た 職 員 団 体 の 双 方 が 委 員 会 に 調 停 の 申 請 を し た と き 。

二 　 内 閣 総 理 大 臣 又 は 登 録 さ れ た 職 員 団 体 が 団 体 協 約 の 定 に 基 い て 委 員 会 に 調 停 の 申 請 を し た と き 。

三 　 内 閣 総 理 大 臣 又 は 登 録 さ れ た 職 員 団 体 の 申 請 に よ り 、 委 員 会 が 調 停 を 行 う 必 要 が あ る と 決 議 し た と

　 き 。

四 　 委 員 会 が 職 権 に 基 き 、 調 停 を 行 う 必 要 が あ る と 決 議 し た と き 。

（ 委 員 会 に よ る 調 停 ）

第 百 八 条 の 十 四 　 委 員 会 に よ る 調 停 は 、 当 該 事 件 に つ い て 設 け る 調 停 委 員 会 に よ つ て 行 う 。

2 　 前 項 の 調 停 委 員 会 の 委 員 は 、 政 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 報 酬 及 び そ の 職 務 を 行 う た め に 要 す る 費

　 用 の 弁 償 を 受 け る こ と が で き る 。
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3 　 委 員 会 は 、 調 停 委 員 会 に 、 そ の 行 う 事 務 に 関 し 報 告 を さ せ 、 又 は 必 要 な 指 示 を す る こ と が で き る 。

4 　 労 働 関 係 調 整 法 第 二 十 二 条 か ら 第 二 十 五 条 ま で 、 第 二 十 六 条 第 一 項 か ら 第 三 項 ま で 及 び 第 四 十 三 条

　 の 規 定 は 、 調 停 委 員 会 及 び 調 停 に つ い て 準 用 す る 。

5 　 前 四 項 に 定 め る も の の ほ か 、 調 停 員 会 の 組 織 及 び 手 続 そ の 他 調 停 委 員 会 に つ い て 必 要 な 事 項 は 、 政

令 で 定 め る 。

（ 仲 裁 の 開 始 ）

第 百 八 条 の 十 五 　 委 員 会 は 、 次 の 場 合 に 仲 裁 を 行 う 。

一 　 内 閣 総 理 大 臣 及 び 登 録 さ れ た 職 員 団 体 の 双 方 が 委 員 会 に 仲 裁 の 申 請 を し た と き 。

二 　 内 閣 総 理 大 臣 又 は 登 録 さ れ た 職 員 団 体 が 労 働 協 約 の 定 に 基 い て 委 員 会 に 仲 裁 の 申 請 を し た と き 。

三 　 委 員 会 が あ つ せ ん 又 は 調 停 を 開 始 し た 後 二 月 を 経 過 し て 、 な お 紛 争 が 解 決 し な い 場 合 に お い て 、 内

　 閣 総 理 大 臣 又 は 登 録 さ れ た 職 員 団 体 が 委 員 会 に 仲 裁 の 申 請 を し た と き 。

四 　 委 員 会 が 、 あ つ せ ん 又 は 調 停 を 行 つ て い る 事 件 に つ い て 、 仲 裁 を 行 う 必 要 が あ る と 決 議 し た と き 。

（ 仲 裁 委 員 会 ）
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第 百 八 条 の 十 六 　 委 員 会 に よ る 仲 裁 は 、 当 該 事 件 に つ い て 設 け る 仲 裁 委 員 会 に よ つ て 行 う 。

2 　 労 働 関 係 調 整 法 第 三 十 一 条 の 三 か ら 第 三 十 四 条 ま で 及 び 第 四 十 三 条 の 規 定 は 、 仲 裁 委 員 会 、 仲 裁 及

　 び 裁 定 に つ い て 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 第 三 十 一 条 の 四 中 「 仲 裁 委 員 二 人 以 上 」 と あ る の は

　 「 仲 裁 委 員 の 過 半 数 」 と 、 第 三 十 】 条 の 五 中 「 委 員 又 は 特 別 調 整 委 員 」 と あ る の は 「 委 員 」 と 読 み 替

　 え る も の と す る 。

3 　 前 二 項 に 定 め る も の の ほ か 、 仲 裁 委 員 会 の 組 織 及 び 手 続 そ の 他 仲 裁 委 員 会 に つ い て 必 要 な 事 項 は 、

政 令 で 定 め る 。

（ 委 員 会 の 裁 定 ）

第 百 八 条 の 十 七 　 政 府 と 職 員 と の 間 に 発 生 し た 紛 争 に 係 る 委 員 会 の 裁 定 に 対 し て は 、 当 事 者 は 、 双 方 と

　 も 最 終 的 決 定 と し て こ れ に 服 従 し な け れ ば な ら な い 。

2 　 政 府 は 、 政 府 と 職 員 と の 間 に 発 生 し た 紛 争 に 係 る 委 員 会 の 裁 定 を 実 施 し た 結 果 、 そ の 事 務 及 び 事 業

　 の 実 施 に 著 し い 支 障 が 生 ず る こ と の な い よ う に 、 で き る 限 り 努 力 し な け れ ば な ら な い 。

（ 中 止 命 令 ）

02
ノ 41

1 ω 刈 b の ー



菰 岱 麟 ゆ 8 二

第 百 八 条 の 十 八 　 前 条 第 三 項 に 規 定 す る 届 出 に 係 る 争 議 行 為 に つ い て 、 国 民 経 済 の 運 行 を 著 し く 阻 害 し 、

　 若 し く は 国 民 の 目 常 生 活 を 著 し く 危 く す る 虞 が あ り 、 又 は 届 出 の 内 容 に 誤 り が あ り 、 若 し く は 違 法 な

　 争 議 行 為 が 行 わ れ る 虞 が あ る と 認 め る 場 合 、 委 員 会 は 、 人 事 院 の 意 見 を 聴 き 、 政 令 で 定 め る と こ ろ に

　 よ り 、 当 該 争 議 行 為 の 全 部 又 は 一 部 の 中 止 を 命 ず る こ と が で き る 。

2 　 前 条 第 三 項 に 規 定 す る 届 出 に 係 る 争 議 行 為 に つ い て 、 内 閣 総 理 大 臣 又 は 参 加 す る 職 員 の 任 命 権 者 若

　 し く は 争 議 行 為 に よ つ て 運 営 を 阻 害 さ れ る 可 能 性 が あ る 業 務 の 関 係 者 で 、 政 令 で 定 め る も の は 、 政 令

　 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 委 員 会 に 対 し 、 当 該 争 議 行 為 の 全 部 ま た は 一 部 の 中 止 を 命 ず る こ と を 求 め る

　 意 見 を 述 べ る こ と が で き る 。

（ 緊 急 調 整 ）

第 百 八 条 の 十 九 　 内 閣 総 理 大 臣 は 、 第 百 八 条 の 九 第 三 項 に 規 定 す る 届 出 に 係 る 争 議 行 為 に よ り 国 民 経 済

　 の 運 行 を 著 し く 阻 害 し 、 又 は 国 民 の 日 常 生 活 を 著 し く 危 く す る 虞 が あ る と 認 め る 場 合 、 そ の 虞 が 現 実

　 に 存 す る と き に 限 り 、 緊 急 調 整 の 決 定 を す る こ と が で き る 。

2 　 内 閣 総 理 大 臣 は 、 前 項 の 決 定 を し よ う と す る と き は 、 あ ら か じ め 人 事 院 及 び 委 員 会 の 意 見 を 聴 か な
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　 　 　 け れ ば な ら な い 。

　 　 3 　 内 閣 総 理 大 臣 は 、 緊 急 調 整 の 決 定 を し た と き は 、 直 ち に 、 理 由 を 隠 し て そ の 旨 を 公 表 す る と と も に 、

　 　 　 委 員 会 及 び 関 係 当 事 者 に 通 知 し な け れ ば な ら な い 。

　 　 4 　 第 百 八 条 の 九 第 三 項 に 規 定 す る 届 出 に 係 る 争 議 行 為 に つ い て 、 緊 急 調 整 の 決 定 を な し た 旨 の 公 表 が

　 　 　 あ つ た と き は 、 当 該 届 出 は 公 表 の 日 か ら 五 十 日 後 に あ つ た も の と み な す 。

　 　 第 百 八 条 の 二 十 　 特 定 独 立 行 政 法 人 の 職 員 並 び に 国 有 林 野 事 業 及 び こ れ に 附 帯 す る 事 業 を 行 う 国 の 経 営

　 　 　 す る 企 業 の 職 員 の 職 員 団 体 に 関 す る こ と つ い て は 、 別 に 法 律 で 定 め る 。

　 　 第 百 十 条 第 一 項 に 次 の 』 号 を 加 え る 。

　 　 二 十 一 　 第 百 八 条 の 五 第 二 項 の 規 定 に 違 反 し て 団 体 協 約 を 締 結 し た 者

　 （ 労 働 組 合 法 の 一 部 改 正 ）

第 二 条 　 労 働 組 合 法 （ 昭 和 二 十 年 法 律 第 五 十 一 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　 　 第 十 九 条 の 三 第 二 項 を 次 の よ う に 改 め る 。

　 　 2 　 使 用 者 委 員 は 使 用 者 団 体 の 推 薦 （ 使 用 者 委 員 の う ち 四 人 に つ い て は 、 内 閣 の 推 薦 ） に 基 づ い て 、 労
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團 田 颪 排 ・ 雌 菖 汁 苗 ・ 冴 斗 唄 嘲 ・ 藤 汁 薩 謬

　 　 　 働 者 委 員 は 労 働 組 合 の 推 薦 （ 労 働 者 委 員 の う ち 四 人 に つ い て は 、 国 家 公 務 員 法 （ 昭 和 二 十 二 年 法 律 第

　 　 　 百 二 十 号 ） 第 百 八 条 の 三 に 規 定 す る 登 録 さ れ た 職 員 団 体 の 推 薦 ） に 基 づ い て 、 公 益 委 員 は 厚 生 労 働 大

　 　 　 臣 が 使 用 者 委 員 及 び 労 働 者 委 員 の 同 意 を 得 て 作 成 し た 委 員 候 補 者 名 簿 に 記 載 さ れ て い る 者 の う ち か ら

　 　 　 両 議 院 の 同 意 を 得 て 、 内 閣 総 理 大 臣 が 任 命 す る 。

　 　 第 十 九 条 の 十 第 ］ 項 中 「 、 特 定 独 立 行 政 法 人 」 を 「 、 政 府 と そ の 職 員 （ 国 家 公 務 員 法 第 百 八 条 の 二 第

　 二 項 に 規 定 す る 職 員 に 限 る ） と の 間 に 発 生 し た 紛 争 並 び に 特 定 独 立 行 政 法 人 」 に 改 め 、 　 「 、 国 有 林 野 事 業 」

　 を 「 及 び 国 有 林 野 事 業 」 に 改 め る 。

　 　 第 二 十 五 条 第 一 項 中 「 、 特 定 独 立 行 政 法 人 」 を 「 、 国 家 公 務 員 法 第 百 八 条 の 二 第 二 項 に 規 定 す る 職 員 並

　 び に 特 定 独 立 行 政 法 人 」 に 改 め る 。

　 （ 一 般 職 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 法 律 の 一 部 改 正 ）

第 三 条 　 一 般 職 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 二 十 五 年 四 月 三 日 法 律 第 九 十 五 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改

　 正 す る 。

　 第 六 条 に 次 の 一 項 を 加 え る 。
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　 　 4 　 第 ］ 項 及 び 第 二 項 の 規 定 は 、 国 家 公 務 員 法 第 百 八 条 の 五 に 規 定 す る 交 渉 に つ い て 、 管 理 職 員 等 以 外

　 の 職 員 で あ り 、 か つ 、 第 百 八 条 の 二 第 五 項 に 規 定 す る 職 員 以 外 の 職 員 で あ る 者 （ 特 定 独 立 行 政 法 人 の 職 員

　 並 び に 国 有 林 野 事 業 （ 国 有 林 野 事 業 特 別 会 計 に お い て 事 務 を 取 り 扱 う 治 山 事 業 を 含 む 。 以 下 こ の 節 に お い

　 て 同 じ 。 ） 　 及 び こ れ に 附 帯 す る 事 業 を 行 う 国 の 経 営 す る 企 業 の 職 員 を 除 く 。 ） 　 の 俸 給 表 を 別 に 定 め る こ と

　 を 前 提 と し て 行 う 交 渉 を 妨 げ る も の で あ る と 解 し て は な ら な い 。

　 （ 特 定 独 立 行 政 法 人 等 の 労 働 関 係 に 関 す る 法 律 の 廃 止 ）

第 四 条 　 特 定 独 立 行 政 法 人 等 の 労 働 関 係 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 二 十 三 年 十 二 月 二 十 目 法 律 第 二 百 五 十 七 号 ） は 、

　 廃 止 す る 。

　 　 　 附 則

　 （ 施 行 期 日 ）

第 一 条 　 こ の 法 律 は 、 公 布 の 日 か ら 起 算 し て 三 年 を 超 え な い 範 囲 内 に お い て 政 令 で 定 め る 目 （ 以 下 「 施 行 日 」

　 と い う 。 ） 　 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 次 の 二 号 に 掲 げ る 規 定 は 、 当 該 各 号 に 定 め る 日 か ら 施 行 す る 。

　 一 　 国 家 公 務 員 法 第 六 十 四 条 第 二 項 の 一 部 を 改 め る 規 定 　 　 公 布 の 日
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　 二 　 国 家 公 務 員 法 第 百 八 条 の 四 を 改 め る 規 定 　 　 公 布 の 日 か ら 三 月 を 経 過 す る 日

　 （ 経 過 規 定 ）

第 二 条 　 こ の 法 律 の 施 行 前 に し た 行 為 に 対 す る 罰 則 の 適 用 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

第 三 条 　 特 定 独 立 行 政 法 人 等 の 労 働 関 係 に 関 す る 法 律 の 廃 止 に 伴 い 必 要 と な る 措 置 は 、 別 に 法 律 で 定 め る 。

第 四 条 　 前 条 ま で に 規 定 す る も の の ほ か 、 こ の 法 律 の 施 行 に 伴 い 必 要 と な る 経 過 措 置 は 、 別 に 法 律 で 定 め る 。
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　 　 　 理 　 由

　 我 が 国 の 社 会 環 境 の 変 化 に 伴 い 、 人 権 保 障 並 び に 我 が 国 の 国 際 的 地 位 向 上 及 び 公 務 の 能 率 性 の 向 上 を 図 る

た め 、 国 家 公 務 員 の 労 働 基 本 権 に 対 す る 制 約 を 緩 和 し 、 健 全 で 自 律 的 な 労 使 関 係 を 構 築 す る 必 要 が あ る 。 こ

れ が 、 こ の 法 律 案 を 提 出 す る 理 由 あ る 。
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岡田順太・岩切大地・大林啓吾・横大道聡

　労使関係健全化法案による労使関係の撰念薗《全体像）

労使関係健全化法案による俸給表の機念図
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　模範議会2011

労使関係健全化法案によ薫労使関係の鶴叢薗絞綴霧鍵獄

　　　　　　　　交渉スケジュールはあくまでイメージであって、法定されるものではありません。

　　　　・勧告の扱い閣議決定

　　　　・給与法改正案閣議決定

　　　　・給与法改正案可決、成立

　　　　・（来年度予算案閣議決定）

量

雛膿

羅
　
一
縫
，

労使関係健全化法（国家公務員法等の一部を改正する法律案）による労働基本権のイメージ

第召八条の無第置項に規建襖る職費（警察職

勲び灘轍諏鰍輪灘纈て鞭

管理職黄等（第欝八条の二第五項に規定する

蓼饒講量講の職騒羅羅

×
一
〇
一
〇
【
○

×
【
×
一
〇
｝
○

×
一
×
一
〇

赤字部分が、労使関係健全化法制定により変化するもの
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岡田順太・岩切大地・大林啓吾・横大道聡

資料③　委員会座席表

ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ

1会派①委員　　　1
［　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「

｝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

L＿＿＿＿一＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿1

ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ド

：会派①委員　　　：
I　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　I

腱　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

酢　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「　　1
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I　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　I

l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　I

L＿＿一＿噛一一＿肯＿＿一一＿＿翰＿＿1

ラ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　し

1会派①委員　　　　1
匹　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

匿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【

l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l

」＿一＿一＿＿』一＿＿＿＿＿＿＿＿＿一1

じ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

1会派①委員　　　　1
1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　］
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1
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腱
酢
［
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A
1
2
3
4
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A
A
A
A
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1
　
2
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0
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3
B
B
C
C
C
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B
　
　
　
　
　
G

事
務
局
長

　
政
務
官

国
務
大
臣

人
事
院
総
裁

欝難嚢i

議警籔li
じ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ

1会派③委員　　　　：
I　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l

l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「

1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

L＿一＿一＿噛＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿1

じ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ド

1会派③委員　　　　l
L　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　I

l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

［　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

L一＿一＿一＿＿＿＿＿哨一一一一＿＿＿1

ラ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ

1会派③委員　　　　：
I　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l

I　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l
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」＿＿＿＿一＿＿＿一＿＿＿＿一＿＿＿」
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：会派③委員　　　　I
I　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　I

I　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l

I　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l

L＿輯一幽軸輪一＿＿』＿＿輯一偏輔』＿1

※　当日、変更する場合があります。
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資料④　国務大臣（公務員制度改革担当大臣）の趣旨説明文

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　とう　ただいま議題となりました「国家公務員法等の一部を改正する法律案」につきま

して、その提案理由をご説明申し上げます。

　本法律案は、現在、一般職国家公務員にっいて禁止されている憲法上の権利であ

る団体交渉権及び団体行動権にっいて、社会状況や国民意識の変化、ILO勧告など

の国際世論の動向を踏まえつっ、国家公務員制度改革基本法第12条の趣旨に基づい

　　　　　　　　　　　　　とうて見直すこととし、協約締結権等を一般職国家公務員について付与するとともに、

争議権の行使等団体交渉に伴う各種手続を公務員職務の公共性確保の観点から整備

し、もって国民に開かれた健全で自律的な労使関係制度を措置することを目的とす

るものであります。

　以下、本法律案の内容をご説明申し上げます。

　第一に、一般職国家公務員が団結権の行使として結成する職員団体については、

その運営の自主性を確保しつつも、民主的な運営原理にのっとり、国民にとって透

明性が確保された運営がなされなければならないとの観点から、所要の規定を設け

ることとしております。

　第二に、職員団体のうち、人事院規則で定める過半数団体を定義し、当該団体に

っいて人事院に申請して登録をする手続を設けることとしております。

　第三に、職員団体の団体交渉権を明示的に認め、交渉事項についての定めを置く

など当局と職員団体との交渉に関する定めを設けることとしております。

　第四に、職員団体の協約締結権を明示的に認め、団体協約締結に関する定めを置

くほか、過半数団体以外の職員団体が構成員以外の職員に関する協約を締結しては

ならないなどの定めを設けることとしております。

　第五に、職員団体の争議権を明示的に認めっっ、いわゆる政治ストなどを禁止す

るなど争議権の範囲を限定するとともに、争議権行使の手続を定めることとしてお

ります。

　第六に、公務員の職務の公共性にかんがみ、争議権行使に伴う著しい社会的混乱

を回避するため、労働関係調整法に類似したあっせん、調停、仲裁、中止命令及び

緊急調整の仕組みを整備することとしております。

　その他、本法の施行に伴う所要の規定の整備を行うこととしております。

　以上がこの法律案の趣旨及び内容でございます。

　何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。

一379一



岡田順太・岩切大地・大林啓吾・横大道聡

資料⑤　役割分担表

○　委員会

（委員長）　　　X　〔　　　　　　　　　〕君

（質疑者）　　A1〔　　　　　　　　〕君（会派①）

　　　　　　　B1〔　　　　　　　　〕君（会派②）

　　　　　　　C1〔　　　　　　　　〕君（会派③）

　　　　　　　C2〔　　　　　　　　〕君（会派③）

（反対討論）　C3〔　　　　　　　　〕君（会派③）

（賛成討論）　B2〔　　　　　　　　〕君（会派②）

（附帯提案）　B3〔　　　　　　　　〕君（会派②）

（賛成討論）　A2〔　　　　　　　　〕君（会派①）

（発言なし）　A3〔　　　　　　　　〕君（会派①）

　　　　　　　A4　〔　　　　　　　　〕君（会派①）

　　　　　　　A5〔　　　　　　　　〕君（会派①）

　　　　　　　A6〔　　　　　　　　〕君（会派①）

　　　　　　　C4〔　　　　　　　　〕君（会派③）

（政　府）国務大臣・内閣府特命担当大臣（公務員制度改革担当）

　　　　　　　　　　　　　　　　G1〔　　　　　　　　　〕君

　　　　　内閣府大臣政務官　　　　G2〔　　　　　　　　　〕君

　　　　　国家公務員制度改革推進本部事務局長

　　　　　　　　　　　　　　　　G3〔　　　　　　　　　〕君

　　　　　人事院総裁　　　　　　　G4〔　　　　　　　　　　〕君

O　本会議

（議　長）　　Y　〔　　　　　　　　〕君

（委員長）　　X　〔　　　　　　　　〕君

（大　臣）　　G1〔　　　　　　　　〕君
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資料⑥　委員長用台本

　ただいまから、内閣委員会を開会いたします。

　　　　　　　　　　　　　　　〔委員長、起立〕
　　　　　　　　　　いちごん
　議事に先立ちまして、一言ごあいさっを申し上げます。

　このたび内閣委員長に選任されました〔X　　　　　　〕でございます。本委

員会の公正かっ円満な運営に努め、その重責を果たしてまいりたいと存じます。皆

様方の御指導と御協力を賜りますようお願い申し上げます。

　　　　　　　　　　　　　〔i鐘鐵鰭麟、委員長着席〕

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　はか政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
　　　　　　　とう
　「国家公務員法等の一部を改正する法律案」の審査のため、本日の委員会に

　国家公務員制度改革推進本部事務局長〔G3　　　　　　〕君を政府参考人と

して出席を求め、その説明を聴取することに御異議ありませんか。

御異議ないと認め、さよう決定いたします。

「国家公務員法等の一部を改正する法律案」を議題と致します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※以下、答弁者側の呼び方

政府から趣旨説明を聴取いたします・　i…国務大臣

〔G1（姓のみ）　　〕国務大臣・　…・OO内閣府大臣政務官
　　　　　　　　　　　　　〔大臣から趣旨説明〕i．人事院OO総裁

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・OO事務局長
以上で趣旨説明の聴取は終了いたしました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（OOは姓のみ）

　質疑のある方は順次御発言願います。

　　　　　　　（〔A1　　　　　　〕君「委員長」と呼び、挙手）

　〔A1　　　　　　〕君。

※質疑中は、発言者（委員・政府側）にいちいち挙手させ、それを指名する。

　　　〔※謬灘講奪繧禦ナ灘説皇弊⊃

〔　※不規則発言でうるさいとき。

　　静粛に願います。 〕
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⊂※搬鼎響籍烹鶴蕪．か，．駒，丸〕

（質疑者「終わります」と呼ぶ。鞍i　鐵鞭難鍵熱難i撫騒灘灘耀曇鑛灘騒難灘蕪。）

以上で〔A1　　　　　　〕君の質疑は終了いたしました。

　次に、〔B1　　　　　　〕君。

※質疑中は、発言者（委員・政府側）にいちいち挙手させ、それを指名する。

（質疑者「終わります」と呼ぷ。難難灘鐵購謙鱗灘難灘鰯馨難鍵難灘義難騒羅。）

　以上で〔B1　　　　　　〕君の質疑は終了いたしました。

　次に、〔C1　　　　　　　〕君。

※質疑中は、発言者（委員・政府側）にいちいち挙手させ、それを指名する。

（質疑者「終わります」と呼ぶ。灘翻瞬灘難縄．鐵難雛難灘鐘繋纏難。）

　以上で〔C1　　　　　　〕君の質疑は終了いたしました。

　次に、〔C2　　　　　　〕君。

※質疑中は、発言者（委員・政府側）にいちいち挙手させ、それを指名する。

（質疑者「終わります」と呼ぶ。羅繊鞭鍵辮雛醗灘簸騰i鐵灘購難i霧灘難。）

　以上で〔C2　　　　　　〕君の質疑は終了いたしました。

た

他に御発言もないようですから、本案に対する質疑は終局したものと認めます。

　　　〔人事院総裁、国家公務員制度改革推進本部事務局長は退席する。〕

　　　　　　〔委員長は、退席を見届けて、議事を進行する。〕

これより討論に入ります。

御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。

〔C3

（〔C3

（〔C3

〕君。

〕君、「委員長」と呼び、挙手）

〔B2

（〔B2

（〔B2

〕君。

〕君、「委員長」と呼び、挙手）
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〔A2

（〔A2

（〔A2

〕君。

〕君、「委員長」と呼び、挙手）

他に御意見もないようですから、討論は終局したものと認めます。

これより「国家公務員法等の一部を改正する法律案」について採決に入ります。

本案に賛成の方の挙手を願います。

　多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定

いたしました。〔政府側起立し、大臣・政務官一礼。馨灘鞭鱗鑛難鍵講。〕

この際、〔B3

〔B3 〕君。

（〔B3

〕君から発言を求められておりますので、これを許します。

（〔B3　　　　　　　〕君挙手）

〕君附帯決議案文朗読）

　ただいま〔B3　　　　　　〕君から提出されました附帯決議案を議題とし、

採決を行います。

　本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。

　　　　　　　　　　　　　　〔懸灘馨欝1〕

　全会一致と認めます。よって、〔B3　　　　　　〕君提出の附帯決議案は全会

一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。

　ただいまの決議に対し、〔G1（姓のみ）　　　　　　　〕国務大臣から発言を求め

られておりますので、この際、これを許します。〔G1（姓のみ）　　　　　　〕国

務大臣。

〔大臣発言〕

　なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じ

ますが、御異議ございませんか。

御異議ないと認め、さよう決定いたします。

本日はこれにて散会いたします。
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資料⑦　質疑答弁集

＜質疑者＞

・発言には、委員長の許可が必要です。

・「委員長」と手を挙げて呼び、指名されたら立って、質疑を行います。

・答弁を聞いている最中は着席します。

・発言の都度、委員長に発言の許可を求めてください。

・質疑の冒頭には、「OO党の××です。」、終わりには、「終わります。」と言いま

　しょう。

＜答弁者（政府）＞

・発言には、委員長の許可が必要です。

・答弁の冒頭には「お答えします」と言うと良いです。

・答弁は慰勲な態度で、丁寧な言葉で行うようにしましょう。

・待機中も姿勢正しく行儀良くしていましょう。

・野次や拍手などをしてはいけません。

＜発言者以外の委員＞

・仲間の議員の発言には、適宜、拍手で賛同を示したり、「そうだ」などと合いの

　手をいれます。

・委員長が「ご異議ありませんか」と言った場合は、大きな声で「異議なし」と言

　います。

・立場の異なる議員や答弁者には、容赦なく野次を飛ばしましょう。

・野次にも節度が必要です。個人を誹諺中傷するようなものは避けましょう。
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会派①「与党」質疑答弁集

塗一1、本案提出の背景をお答えく濾さ恥。

（国務大臣）

　平成20年に施行されました国家公務員制度改革基本法は、「国民全体の奉仕者で

ある国家公務員について一人一人の職員がその能力を高めつつ国民の立場に立ち、

責任を自覚し、誇りを持って職務を遂行する」ことを改革の目的として掲げた上

で、国家公務員制度改革の基本理念及び基本方針等を定めております。

　その基本方針の一つとして、憲法が保障する労働基本権について「政府は、協約

締結権を付与する職員の範囲の拡大に伴う便益及び費用を含む全体像を国民に提示

し、その理解のもとに、国民に開かれた自律的労使関係制度を措置するものとす

る」と基本法第12条に規定されております。

　また、基本法第4条第1項には「必要となる法制上の措置については、この法律

の施行後三年以内を目途として」、すなわち平成23年6月までに講ずる旨が規定さ

れ、また平成22年11月1日に閣議決定された「公務員の給与改定に関する取扱いに

っいて」において「次期通常国会に、自律的労使関係制度を措置するための法案を

提出し、交渉を通じた給与改定の実現を図る」とされたところでございます。

　本法律案は、こうしたことを受けて、政府内で検討を重ねた結果をとりまとめ、

今国会に提出させて頂いたものでございます。

i－2、国家公務員の労働墓講権ぽ現在どのように法律恋規制されているの癒

じょうかび説明ねがいます。

（国家公務員制度改革推進本部事務局長）

　お答えいたします。

　国家公務員法第98条第2項において「職員は、政府が代表する使用者としての公

衆に対して同盟罷業、怠業その他の争議行為をなし、又は政府の活動能率を低下さ

せる怠業的行為をしてはならない。又、何人も、このような違法な行為を企て、又

はその遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおつてはならない」こととされてお

り、また特定独立行政法人等の労働関係に関する法律第17条第1項において「職員

及び組合は、特定独立行政法人等に対して同盟罷業、怠業、その他業務の正常な運

営を阻害する一切の行為をすることができない。また、職員並びに組合の組合員及

び役員は、このような禁止された行為を共謀し、唆し、又はあおつてはならない」

こととされております。

　以上でございます。
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1－3、国際労働基準を設定し甕》・る据0条絢につ騨懇、我瀞国ぽ羅潔リス、

．ヌ勇ンス、隙嫁ツと嗣様に、第雛号条約（結社の自由及び団結権の保護依関霧る

条約）藻齪、第98号条約蕉國結権及醸國体養渉権権強瞼蒸の原則の適掬儀関蝶る

条約）を携准陰じ麟ます。票成鈎隼に猛0結糧の自由委員会溺ら響委員会は、

スド諏蔀驚権罷関議る多くの原則のう嶽スト蓼灘等権ぽ、労働者と懸の団体の

墓零的権利懸あ瀕、以黍の例郷麩除聴懸、獲務員揮事愛載べき権利懸瀬る霞濠巻

想起翼る。国家の権限を癒使蒙る婆務員、厳格鞍意味蔭お嫉る不瓢欠業務、又は

深刻鞍国家危機状況建聡嚇る業務儀携鯵る欝働劃勘纈趣旨の報告溝なさ紅蒸

縢ま誘演、獲国家の名の添提権限巻行使載る公務i員1の定義淋添さ驚羅瞼る訳懸

ぽ鞍騨。似叢庭関膨蒸は濠のよう権解釈膨ま誘懸。お答鍵鐸3さ恥。

（国務大臣）

　ご質問の意図がよく取りにくいところでございますが、ILO結社の自由委員会か

らは、「公務員への労働基本権の付与」等について十分な社会対話の促進を累次求

められているところではございますので、いずれにしても、我が国の国家公務員の

争議権も含めた労働基本権問題につきましては、諸外国の事例やILOの勧告及び

報告の内容を十分参酌した上で、最終的には我が国として主体的に決定していくべ

き問題であると考えております。

玉一4、諸外国を見ると、賃金の凍結桑増税、蕪金支給開殆奪齢の引き雄げ、勤

務時間の延長等懇め総り、国家麟務員も套めた公務員による筆議行為が、蒙規模

糠おの蘇奢幽引き続き発盤じ羅騨る状況権訪珍ま誹。辮潔臓蕉、塗繋臓騒ヌ舜

ン蒸叢澄の鑑進国は、襲議権漆認めら灘懸麟まず淋．臼講ぽ炎進国懸凝りな撚

ら、国家公務員確対し蔑雛議権を付与じ嚢壌のは、先進国邊齢蚕遅灘馨と馨麟篤

ると騨う認識挺ぽ嶽ら嚢いの懸毬ようか。お答莞ください。

（国務大臣）

　基本的に国家の体制であるとか国の歴史であるとか、あるいは国家公務員制度の

在り方を含めて純粋に日本と比較するのはなかなか適正ではないのかな、参考には

させていただく部分は多いとは思っておりますが、いずれにせよ我々憲法上の要請

等も踏まえながら、我が国に適した制度を検討することが最も必要だと考えており

ます。

1－5、我が国は、グローバル粘の進展、国際関係の枠経の変化、少子高齢化の

急速ぱ進行と人口減少といった環境変化に直面しており、行政機関は先例のない
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困難篠課題にも迅速がつ的確に対応蝶ること淋求めら海獲いまず。国家公務員に

っ蕊癒は、政策立案能力に対ずる信頼の低下、コスト意識の欠如等演批判さ灘癒

き熊と護ろ懸ありまずが、複雑化ずる政策課題への懸応能力懸高める．とどもに、

コスト意識を徹底し、効率酌な行政運営を塞現じていくこど溝必要怒あり、ぞ鷺

を再能とずるために、行政を取り巻く環境勲薪だ鞍政策課題権薄癒じ飛戴彗騨給

与制度等の見置移を、高膿緊張感懇持馨辮勢獲溝真摯燧交渉膨つづ積極的実施じ

鷲いく泌要演お9ます。争議権の信写巻嶽じにそれら饗実現載る＆灘ま懸き葛の

驚しまうが。お答えくださ構。

（国務大臣）

　ご指摘の点は、まさにその通りでございまして、そうしたことを踏まえ、国家公

務員制度改革基本法は、「国民全体の奉仕者である国家公務員について一人一人の

職員がその能力を高めつつ国民の立場に立ち、責任を自覚し、誇りを持って職務を

遂行する」ことを改革の目的として掲げた上で、国家公務員制度改革の基本理念及

び基本方針等を定めておるところでございます。

　そして、憲法が保障する労働基本権については、同法12条で「政府は、協約締結

権を付与する職員の範囲の拡大に伴う便益及び費用を含む全体像を国民に提示し、

その理解のもとに、国民に開かれた自律的労使関係制度を措置するものとする」と

規定されておりまして、また平成22年11月1日に閣議決定された「公務員の給与改

定に関する取扱いについて」において「次期通常国会に、自律的労使関係制度を措

置するための法案を提出し、交渉を通じた給与改定の実現を図る」とされたところ

でございます。

　こうしたことを受けて、政府内で検討を重ねた結果、やはり高い緊張感を持った

労使関係を形成するためには、法によって秩序立てられた争議権が国家公務員にも

付与されることが不可欠であるとの認識にいたり、この度の法案としてまとめ、国

会に提出させて頂いた次第でございます。

1－6、国民に対し（効率的で質の高い行政渉一げスを実現し羅いくことが必要

擢なってきま塗濾火秘確保どいう観点において、質の高い人材淋民間企業へ流

出じ矯じまうというリスクをどう補うおっもりですか。お答薫ください。

（国務大臣）

　まず、ご理解頂きたいことは、本法案のスキームができたからといって、必ずし

も公務員の給与が民間企業に比べて、著しく低いものとなるという訳ではない点で

ございます。また、例えば、法律上の様々な身分保障でありますとか、公平制度、

研修制度、福利厚生制度など、民間企業よりも充実・安定した職場環境というもの
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も整備されております。さらに言いますれば、やはり公務に携わるという仕事のや

りがいは何ものにも変え難いものがございます。そうした点において、ご指摘のよ

うなご懸念がすぐに招来するということは、考えにくいように思われるところでご

ざいます。

　ただ、民間企業との較差が、極端に開くような事態が起こるようでしたら、それ

こそ労使問の交渉によって、適切な給与水準の交渉と妥結が図られるものと期待で

き、その意味でも、本法案で盛り込まれた仕組みは、時宜にかなった柔軟かつ適切

な国家公務員の待遇を調整・決定するものでございまして、ご懸念のようなリスク

をむしろ回避するものであると考えておるところでございます。

1－7、国民生活に欠くことの懸きない職務に携わっ羅いるという点で公務員と

同様懸ある公益事業の業種にぽ蒙議権をみとめられていまずが、一近年において公

益事業にまる蕃議行為溺国民生活に璽大な支障をき瀧したことはあ煽ますか。お

答え訳淀さ恥。

（国家公務員制度改革推進本部事務局長）

　お答えいたします。

　まず、公益事業の定義でございますが、労働関係調整法8条が規定いたします

「公益事業」にっきましては、運輸事業・郵便又は電気通信事業・水道、電気又は

ガス供給事業、医療又は公衆衛生事業が該当いたします。

　厚生労働省の平成21年労働争議統計調査によりますと、全産業中、争議行為を伴

う争議の件数は92件でございまして、このうち、情報通信業が24件、運輸業・郵便

業が14件、医療・福祉業が20件などとなっております。なお、水道・電気・ガス供

給事業につきましては、平成18年に1件起きた例がございますが、それ以降は争議

行為が生じていないところでございます。

　ご質問の「国民生活への重大な支障」につきましては、何をもってそれにあたる

かが明確ではないので、お答えにくいところでございますが、労働関係調整法35条

の2におきまして、内閣総理大臣が公益事業の争議行為に関して、「国民経済の運

行を著しく阻害し、又は国民の日常生活を著しく危くする虞があると認める事件に

ついて、その虞が現実に存するときに限り、緊急調整の決定をすることができる」

こととされておりますが、ご案内の通り、この緊急調整の実績は昭和27年12月の石

炭争議の1件のみでございまして、公益事業に緊急調整権が発動されたことはござ

いません。従いまして、その点からすれば、「国民生活への重大な支障」が生じた

ことはないといえるものと思われます。

　また、総じて争議行為の発生件数自体の減少が見られるところで、その意味で国
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民生活への支障は縮減する傾向にございまして、公益事業についても同様に理解で

きるのではないかと考えておるところでございます。

王一8、憲法にお恥｛労働墓灘権は保障さ燕羅お夢簸諜瀞、饗務員瀞ら争議権を

灘欝欝鷺灘騰許灘購驚糖・驚
（国家公務員制度改革推進本部事務局長）

　お答えいたします。

　我が国における公務員の争議行為の禁止が憲法に違反しないものであることにっ

きましては、昭和48年の全農林警職法事件最高裁判決という判例が存在しておりま

す。それによりますれば、非現業国家公務員が争議行為に及ぶことは、その地位の

特殊性及び職務の公共性と相容れないばかりでなく、多かれ少なかれ公務の停廃を

もたらし、その停廃は国民全体の共同利益に重大な影響を及ぼすか、またはその虞

れがあるため、労働基本権に必要やむを得ない限度の制約を加えることは、十分合

理的な理由があるというべきであるなどとして、労働基本権の制約を合憲であると

しております。

　また、昭和52年の全逓名古屋中郵事件最高裁判決でございますが、当時の三公社

五現業にっきまして、国会の立法政策を広く認め、労働基本権の制約を合憲である

としております。

　基本的人権の一っである争議権の「剥奪」と申しますと、憲法の趣旨を逸脱する

ことになるおそれがございますが、公務員の職務の公共性に基づく必要な制約であ

れば、憲法上許容されると理解されております。もちろん、争議権を保障すること

も立法裁量の範囲ということでございます。

　以上でございます。
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会派②「野党（是々非々）」質疑答弁集

（その1）

2一基、私瀞らは、人事院に対琶てiいくつかご1質問させ羅いただきます。

　炎事院と》・うのは、国家公務員法に墓づき設置さ鱗た騨央太事行政機関のひと

っ懸溺り、国家公務員の蛍働基添権制約の代償機能とじ薫給与その他の勤務条件

の改善をはじめとした国家公務員の一般職権属載る職員の蒸箏管理襟どを行う機

関懸ございます。また、行政委員会の一種として強い権限と独立牲も与えら擬薫

おります。

　そのように、代償機関としで存在じて験る火事院懸ずが、ぞの機能を豪分に果

たじていると言えるのでしょうが。

　例をあげますと、2002奪にあ9ました給与勧告懸の初め蒸のマイ歩ヌ勧告廼謬

ざいます。人事院はこの動き侵対じ癒一切の異論を唱楚る潅とぽ嶽く、マイナス

勧告は受け入れられることとな砂まじた。これ癒ぱ先ぽ蕊説明珍た犬事院の機能

をまっだくもって果たしていないどいうことが雷えるの懸はない懸じょうか。

　これらをふまえて人事院の意見をお聞きしたいと思います。

（人事院総裁）

　お答えいたします。

　ご指摘の通り、人事院は国の中央人事行政機関として、国家公務員法上位置づけ

られておりまして、行政委員会としての権限と内閣からの独立性を与えられておる

ところでございます。まさに、国家公務員の労働基本権制限の代償措置としての位

置づけもございまして、人事院創設以来、その役割を果たすべく取り組んで参って

きたところでございます。

　さて、給与勧告の問題でございますけれども、給与は、公務員自身として比較す

べきものがございませんので、市場原理で定まっておると考えられます民間の給与

との均衡を考えまして勧告を行うという制度をとってきておるわけでございます。

いわゆる民間準拠の方式をとってきておるわけでございます。初のマイナス勧告を

行った平成14年当時でございますが、ご案内の通りのデフレ状況や景気低迷による

賃金引下げなどがございましたので、自ずと民間企業にあわせて公務員給与もマイ

ナスになるということになった次第でございます。

　結果として政府の考えと合致することはありますが、人事院として中立公平性を

欠くような判断をすることはございません。
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2－2、公務員の労働環境が決じて良いものではないという例をしめさせ｛いだ

だきま窪。

　圖黍国家鼓務員労働組合違脊会が20⑧9年3月に実施じた残業実態アンケートに

よるど、国家公務員の3炎に塗戴が過労死の不安を抱発癒おり、国家公務員の死

建原因のうち’「自殺ヨ溺．巨病気ヨに次い懸2番目に多く鞍っ《おりまず。また、

国家鼓務員の1か凋以坐の長期病雛者のうお63％溺「心の病コ矯あります。霞が

関国家饗務員劣働組合共闘会議輝行っ懇恥る「残業実態アンケート」2010年度の

調査権よる芝霞溺関ほ躯ける残業の実態は、過労死の危険ラインとされる月80時

間を越驚る残業者淋回答者3056人のうち6．3％（王91人）であるという数値がでて

おゆま漆。単純計算すると霞演関全体の職員・組合員のうち、2，155入（34，200

災の6．3％相当）が過欝死危険ライン懸働いていることになります。今のは霞が

関匿限定じ挺話癒はざぎいますが、これらのデータより公務員の労働条件が決し

羅糞黙澄は書えま港ん。このまう姦現状をどう捉莞ていらっじゃるのか、ご意見

お聞が悲ください。

（人事院総裁）

　公務員の労働環境整備に関しましては、まず第一義的に公務員の所属する行政機

関の長において改善する義務が生じるものと解され、また、総務省人事・恩給局が

中心となり、各省庁の労働状況について改善の努力が図られているものと承知して

おります。

　人事院と致しましては、国家公務員法86から88条所定の勤務条件の勧告をなすべ

き権限が与えておりますので、職員からの行政措置の要求がありますれば、第三者

的観点から今後とも国家公務員の労働環境の改善に努めていく所存でございます。

2－3、公務員蒸いうのぽ、その立場の特殊性や民間催擁繋た際給与の面廼も安

建じ懇麟る勘纈羅ど癒おを理由建欝働塞黍権を髄限さ燕羅きまじだ。じか琶、

実態と珍癒は先ほ凄述べだまし挺まう権劣悪な労働環境におか紅羅恥るの演事実

懸毬ざ》、ま誘。まったく鑑聞との差力§な濁・と言っ癒も過言懸もありま多ぜん。これ

懸は、公務員に対して労働基本権を制限するというのは犬いに日零国憲法第28条

に反するということが言えるの懸はない懸しょうか。これらを改善するはずのた

めの火事院は機能していないと我々は考えまず。これらの意見に対して人事院は

どうお考艶懸じょうか。

（人事院総裁）

　先ほども答弁させて頂きましたように、国家公務員の労働環境の改善の第一義的

な責任を有するのは、各行政機関の長であり、または内閣・総務省において処理す
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る事項であるとされております。

　ただ、例えば、先ほどお示しになった超過勤務の問題でございますが、人事院と

致しまして、各府省に「超過勤務の縮減に関する指針」を発出し、超過勤務の縮減

と職員の心身の健康の維持に努めているところであり、超勤時問の上限の目安時間

として「1年につき360時間」、国会関係、国際関係、各府省との法令に関する協

議、予算の折衝等の他律的な業務の比重が高い部署については、「1年につき720時

間」、を設定しております。

　その他にも、定時退庁日、いわゆる「ノー残業デー」の設定や職員の早期退庁の

奨励などに積極的に取り組んでいます。

　また、国家公務員の職場の安全管理及び健康管理に関する啓発・普及を図るた

め、毎年7月に「国家公務員安全週間」、10月に「国家公務員健康週間」を総務省

との共同主唱により実施しております。

　さらに、人事院と各職員団体との定期的な会見も行っておりまして、労働環境の

改善に関しまして、そこで様々なご意見を頂いておるところでございます。

　また、例えば、年次休暇を認められないとか、セクシュアルハラスメントを受け

ているといった個別の職員に関わる悩みや苦情に関しましては、面接、電話、手

紙、電子メールといった方法で、人事院の職員相談員が広く相談に応じております。

　そうした仕組みを活用しながら、今後とも、公務員の労働環境の改善に向けまし

て、各省庁との連携を図りながら、人事院としての取組みを進めて参りたいと考え

ております。

国霧鼓漿員ぽ編在のまま悪麟自盤の黍廼労働状況を変慕る鷺とは癒きま懸ん。、国

家鼓務員の私盤濡庭お恥甕影響翻薗るよう数欝働状況にあることは事実懸漆ざ騨

ま燐。惹のような状況を放っ羅おくことぼ許さ瀧る護と怒はありま魅ん。すべ癒

の制難蒼鰹麹墜麟驚，ぽじ瞼薮鷺譲麟・るおぽ瀦は襟く、護のよう姦状況に置潜鷺

黙欝鰯難羅撰保難騨灘擬鱗囎瀧鰹鞭ま鵡趣鞠．
黙灘轍騨難麟醗撚謙あ羅鱒識聾灘鶴講獄模
範薗覚の質疑懸終籍「oま強。

（その2）

2－4、憲法髭講八条は、労働者に対じ羅欝働墓本権、婁奪おお団結権、団体交

渉権、蒙議権を保障して騨るにも掬ら謬、公務員には蛍働墓本権溝保障さ燕萎い

ま讐ゐ講本来、憲法墨の権利懸ある労働墓本権は公務員にも保障さ鷺るべき癒あ

ります。公務員に対して法律懸労働基本権を規制するのは許されるのでしょう

か。説明を器願いいたします。
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（国家公務員制度改革推進本部事務局長）

　お答えいたします。

　我が国における公務員の争議行為の禁止が憲法に違反しないものであることにっ

きましては、昭和48年の全農林警職法事件最高裁判決という判例が存在しておりま

す。それによりますれば、非現業国家公務員が争議行為に及ぶことは、その地位の

特殊性及び職務の公共性と相容れないばかりでなく、多かれ少なかれ公務の停廃を

もたらし、その停廃は国民全体の共同利益に重大な影響を及ぼすか、またはその虞

れがあるため、労働基本権に必要やむを得ない限度の制約を加えることは、十分合

理的な理由があるというべきであるなどとして、労働基本権の制約を合憲であると

しております。

　また、昭和52年の全逓名古屋中郵事件最高裁判決でございますが、当時の三公社

五現業にっきまして、国会の立法政策を広く認め、労働基本権の制約を合憲である

としております。逆に、争議権を保障することも、もちろん立法裁量の範囲という

ことでございます。

　以上でございます。

2－5、螢益事業墨は、饗衆の園常塗活羅必要漆鷺爽漆駒論慰調鯵一惨ス饗提供

叢る事業懸おηま載。饗益事業雄ぽ、・氷道縛電録、撚ス懸聡輝お燭「ま蝶。「饗益事

業騰麟総翻罐発麟謎・鰯懸騨雛磯・鶴纏麟勤饗
巻禽め誌国疑塗体の薬圃型益澹璽鍍養影響懸及iぽ繊撫ま瀧ぽ懸の虞燕漆訪ゆま

薪。「実際裟囹黍電機産業欝轍維登権まる電源熟瀦壽停電然ド輝発盤麟国鶏壼活

の薬圃利益燵重要鞍髪響懸羅ぽ這鎌驚盤務還のス騰閣薫謹公益事業におぽるス

騰馨講制ま然驚耕灘瀞発塗ずる灘国墨奎体の蕪同剰益凝重羨譲影響懇及ぽ塗

嶽隷麟のi難麟る鞭魏詮お曝は姻購難雛熱・る繕桑滲
饗ま載。鍵i灘ぽも絢ら繊，獄益事業の欝働諸i隆ぽス、繋該馨謙巻罷建載る場登嫌

麹国前ま懸催欝働委員会及猷漂生勇働弐臣、叉は都道府県郷事へiストラ灘灘懲通

知縛ると》・う条件のおと懸》・蓬皐く蕃議権演認めら紅蒸いま載力繋翁務量催ぽま

濾鋸議権演認めら灘懇鱒ま悲滋懸し灘。何故、国家鼓務県の蛍働基本権に関塗る

法案ぽ提出が遅がっだの懸しょう。潜。説明をお願いいたし隷漆。

（国務大臣）

　ご質問の趣旨は、国家公務員の争議権を認める法案が提出されたのが、なぜ今頃

なのかということであろうかと思われます。

　そもそも争議権は労働者に保障された人権でありまして、これを制約することは

許されないということが原則となろうかと思われます。ただ、国家公務員に関しま
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しては、やはりわが国の公務員に対する国民の意識その他の事情がありまして、

ILO勧告などがなされましても、すぐには争議行為の禁止を解くだけの理解が得ら

れなかったと考えられるところでございます。

　しかしながら、そうした国民的な議論を経て、国家公務員制度改革基本法に「国

民に開かれた自律的労使関係制度」の構築に関する規定が盛り込まれまして、それ

をもとに争議権を保障する法案が作成され、国会においてご審議を頂く段階に至っ

たということであるということでございます。

　なお、ご指摘の日本電機産業労働組合、いわゆる「電産」でございますが、ご承

知の通り、昭和31年に解散され、組織としては分裂しておりまして、これもやはり

時代の変化を示しているのではないかと、こう考える次第でございます。

2－6、全農林警職法判決懸、『国民全体の奉佳者蒲とじ鷲の国家公務貫の地位

を強調じ、国家公務員法98条5項瀕公務員の争議権行為およびそのあおり行為等

を禁止ずるのは、勤労者をも含めた国民全体の共同利益の見地からずるや醤をえ

ない制約怒あり合憲であるとし｛おりまず。国家公務員の争議権の規制理由とじ

て、二つ理由炉挙げられ《います。第一に市場抑制にっ騨懇懸す。私企業懸あ紅

ぼ、企業状態が悪化移羅いる逡き健争議権の行使懇行是ば、盗業に倒産の斑能僅

揮盤惨る捲め、蕪議権の行使が揮ら羅るというの溺市場抑制驚溺Oま誘。公務員

は盗業懸恥う雇溺霊が国にお瀧る捷め、粛場抑制と呼ぽ擬る論理瀕働きま悲鑑。

老の捷転国家公務員の象議権の制約は認めら擬まず。零つ霞は火薯院をはδめ

とじ淺機替措置障つい懸懸塗。現荏、饗務員への労働墓黍権剃約の代償機能癒果

たず淺め、国家公務員法猛墓づ験蒸設置された索央炎事行政機関饗ある戴事院演

給懸に関灘る勧告鞍どを行っ蒸騨ま塗。慈の挺め、国家戯務員の争議権の制約は

認めら灘羅騨まず。政府はこの最高裁の判決、槌つい鷲蕊うお考艶鞍の懸じょう

か。・説明懸お願い恥驚じます。

（国務大臣）

　司法府の判断でございますから、政府としての意見を述べるということは不適切

でございますので、差し控えさせて頂きますが、最高裁の判決にも沿うように、今

日の法案が作成されているという点は、何卒ご理解いただきたいと思います。

（その3）

2－7、国家公務員は憲法第十五条に示されているように、国民全体の奉仕者と

して公共の利益のために勤務し、且っ職務を遂行するに当っては全力を挙げてこ

れに専念しなければならないという性質のものであります。そのため、国家公務
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員には争議権が認められていま癒ん。しかじ、争議権が認められて恥な騨代わり

に、公務員の労働条件の改善を図る人事院勧告揮あることやリストラなど潜なく

身分溺保証さ聡蒸いることなどの争議権がないこどに対塗る代替措置溺存在しま

ず。婆務員鷹象議権を付与塗ることに鞍ると、スト灘イ驚が発生する可能性が盤

ま鷺、公務の停廃をも旋らし、その停廃は勤労者を含め謎国民全体の共同利益に

重爽鞍影響懇及ぼ鋤虞瀧溝諺のまず。ぞのような虞鷺輝あるにも拘ら繋、国家公

務員制度改革案墓本法に規定誉燕濾自葎鈎労使関係、ずな霧ち労使協議制を主要

な拳段とじ箆労使の協力体制を措置ずる趣旨に照らじ、争議権を付与する目的と

ぽどのよう鞍ものがぎざいまずが。説明をお願いいだじます。

（国務大臣）

　ご指摘の点は、まさにその通りでございまして、新たに公務員の労働条件を団体

交渉によって改善しつつ、国民の理解と公共の利益を確保するというバランスにお

いて、争議権を付与するということが企図されております。

　そうした観点から、国家公務員制度改革基本法は、「国民全体の奉仕者である国

家公務員について一人一人の職員がその能力を高めつつ国民の立場に立ち、責任を

自覚し、誇りを持って職務を遂行する」ことを改革の目的として掲げた上で、国家

公務員制度改革の基本理念及び基本方針等を定めておるところでございます。

　そして、憲法が保障する労働基本権にっいては、同法12条で「政府は、協約締結

権を付与する職員の範囲の拡大に伴う便益及び費用を含む全体像を国民に提示し、

その理解のもとに、国民に開かれた自律的労使関係制度を措置するものとする」と

規定されておりまして、また平成22年11月1日に閣議決定された「公務員の給与改

定に関する取扱いについて」において「次期通常国会に、自律的労使関係制度を措

置するための法案を提出し、交渉を通じた給与改定の実現を図る」とされたところ

でございます。

　こうしたことを受けて、政府内で検討を重ねた結果、やはり高い緊張感を持った

労使関係を形成するためには、法によって秩序立てられた争議権が国家公務員にも

付与されることが不可欠であるとの認識にいたり、この度の法案としてまとめ、国

会に提出させて頂いた次第でございます。

2－8、自律的労使関係とおっじゃいますが、私には公務員に争議権を付与する

ことと自律的労使関係の観点とどのような関係溺あるかがよくわかりません。公一

務員に争議権を付与することと自律的労使関係の観点との関係の説明をお願いい

たします。
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（国家公務員制度改革推進本部事務局長）

　お答えいたします。

　先ほどの大臣からの答弁でも述べられておりますとおり、「高い緊張感を持った

労使関係を形成する」という点から、争議権の付与は不可欠であろうということで

ございます。

　憲法の保障する労働基本権は、その中心に団体交渉権を据えておりまして、その

行使の実質化のために、団結権と団体行動権が置かれているという関係にございま

す。争議行為も含めた団体行動権が、団体交渉権の実質化を裏付けしているという

点からしまして、労使が対等に、かつ、独立して自律的労使関係を築くためには、

労働者側の争議権の存在が不可欠であるということでございます。労使関係は、ど

うしても使用者の方が社会的影響力が強いものですから、労働者の側に争議権を持

たせて、その力関係のバランスをとるということが、労働基本権の意義ということ

になる訳でございます。

　この点は、公務員の労使関係についても、同様のことが言えると考えております。

　以上でございます。

2－9、国家公務員が労使交謝訟凝労働条件を決鰻謎ヵ鷺きる酵鞠労

僅関係制度につ恥癒のパ婁麹ッタコメントの結果におい羅、個太融団体がら寄継

られ礁総数羅7件のう謬約麹0件輝舞議権付蘇に関寮る意見無，「奪議権の制限鷹労

使交渉の公韮さを欠い羅験る護愚縛揚春によっ鷲は、解雇さ驚る護とを考薙養け

液ば養ら謀、公務員にも争議権を行使することに覚悟が求めら燕る蓬と姦どの理

離講総賛成鶴太嫌’礁歎その襯鱒ち8麟朧凝る難60織ミ
給与引き圭嫉の手段遷荏る護と癖蘇治スト溺起こり、国民に不利益をも瀧らす蓬「

と鞍馨憩理由に争議撰獄写権反樹饗あ9ました。このよう、に国家公務員《の蕪議

権獄蘇催耐載る反薄意見爺鋳鞭常、国民の理解を葱のよう催得；麟・く「器つも9懸

じょうが。説明を騰願》灘魏じま、ず。

（国家公務員制度改革推進本部事務局長）

　お答えいたします。

　ご指摘のパブリックコメントは、当本部が昨年12月24日より、本年1月14日まで

行ったものであると承知しております。国家公務員の労働基本権（争議権）に関す

る懇談会報告及び自律的労使関係制度に関する改革素案をお示しいたしまして、意

見公募を行いましたところ、短い期間にもかかわらず、217件のご意見を頂戴いた

しました。

　ご指摘の通り、争議権付与に反対のご意見が相当数あった訳でございますが、仔
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細に分析いたしますと、必ずしも争議権付与に絶対反対ということではございませ

んで、争議権付与に伴う弊害を除去するですとか、公務員の身分保障に関する部分

を改めるといった点を考慮すれば、賛同して頂けるように理解できるご意見が多数

であったと思う訳でございます。そうした点を十分に勘酌いたしまして、政府・与

党内でのご議論を経て、今回の法案提出に至ったと、こういう次第でございます。

　本法案が成立いたしましたら、労使交渉のスキームを具体的・詳細に策定してい

かなければなりませんが、その際に、パブリックコメントで頂いた貴重なご意見を

参考にしながら、より多くの国民のご理解が頂ける仕組みを作れるように引き続き

取り組んで参りたいと考えております。

　以上でございます。
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会派③「野党（反対）」質疑答弁集

3－1、いまま懸公務員淋労働墓本権を制限されていだことの理由は、憲法坐に

お騨羅公務員は国民金体の奉仕者とじて明文化され羅お9、こういった立場の特

殊’陞i坐公1務員が労働襲議を　孝ったりじた場合、国民のi肇活に大きな支障をきだず

恐灘溺あるがら廼ありまず。そ擬にもかが診ら濁、本法案懸は公務員礎協約締結

権及び争議権を付与され鷲おら燕る診け驚すが、ぞの具体麹理由をお聞か懸願蓬

ます章◎しょうカ｝。

（国務大臣）

　平成20年に施行されました国家公務員制度改革基本法は、「国民全体の奉仕者で

ある国家公務員について一人一人の職員がその能力を高めっつ国民の立場に立ち、

責任を自覚し、誇りを持って職務を遂行する」ことを改革の目的として掲げた上

で、国家公務員制度改革の基本理念及び基本方針等を定めております。

　その基本方針の一つとして、憲法が保障する労働基本権について「政府は、協約

締結権を付与する職員の範囲の拡大に伴う便益及び費用を含む全体像を国民に提示

し、その理解のもとに、国民に開かれた自律的労使関係制度を措置するものとす

る」と基本法第12条に規定されております。

　また、基本法第4条第1項には「必要となる法制上の措置については、この法律

の施行後三年以内を目途として」、すなわち本年6月までに講ずる旨が規定され、

また平成22年11月1日に閣議決定された「公務員の給与改定に関する取扱いにっい

て」において「次期通常国会に、自律的労使関係制度を措置するための法案を提出

し、交渉を通じた給与改定の実現を図る」とされたところでございます。

　本法律案は、こうしたことを受けて、政府内で検討を重ねた結果をとりまとめ、

今国会に提出させて頂いたものでございます。

3－2、現在、民間では苦じい雇用状況演続いております。追い討ちをかけるよ

うに東日本大震災が起き、国民はさらに雇用の機会を失い、また不安定な精神状

況に苦しん驚おります。こういった状況においても、安定じた雇用状況を約束さ

れた公務員にさらに自分たちと同じような労働上の権利を与えることに賛成する

ような国民がいるのでしょうか。この法案が施行されれば、国民が雇用状況の厳

しさに涙を流す中、一方で公務員は賃土げや労働時問の短縮を要求し争議行為を

行うといったふざけた状況になりかねません。そのような状況では公務員の全体

の奉仕者という責務が果たされているとは言いかねます。その点をどのようにお

考えでしょうか。
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（国務大臣）

　東日本大震災で亡くなられた方々には、心よりお悔やみを申し上げます。また、

被災された皆さまには、お見舞いの言葉を述べさせて頂きます。

　昨今の景気状況におきましては、雇用状況が極めて厳しいことはいうまでもない

ところでございます。そうした中で、公務員だけが安定した雇用を約束されてい

て、その上に争議権も付与されることに国民の理解が得られないというご指摘で

あったと思います。

　ただ、今回の法案及びこれに先立つ国家公務員制度改革基本法の理念と申します

のは、何といっても自律的労使関係の構築ということでございます。従来の人事院

勧告に代わりまして、公務員自らが職員団体を結成し、協約締結を目指して、政府

との団体交渉を行う仕組みでございますから、法律によって画一的に守られてきた

給与水準の維持をむしろ、自らが打ち壊し、民間企業の実態に即した適正な給与水

準を構築するということが可能となる訳でございます。

　その点において、むしろ公務員としての特権を放棄するというのが、この法案の

目指す自律的労使関係でございますから、ご指摘のような批判はあたらないものと

考えておりまして、必ず国民の皆様のご理解を頂戴できるものと信じております。

3－3、日黍ぽILOの様々潜機関から幾度も公務員の欝働塞黍権にっ恥てIL⑧

基準に合致じ｛いないと改善勧告を受けておりまずが、国際的には究進塞要国懸

必謎しもILO基準が採用され｛矯るおけ怒はない現状がざざ恥ま繊。ぞの中懸、

な悪琳樗はILO墓準に従うことを選択しようとしているのか、と9おけ人事院

という公務員の蛍働基本権の代替措置を講じる機関が存在iじ蒸いるにも関わらず

砺0基準に従うこと選択しようとしているのは養ぜか、お答えください。

（国家公務員制度改革推進本部事務局長）

　お答えいたします。

　我が国の国家公務員の争議権も含めた労働基本権問題につきましては、諸外国の

事例やILOの勧告及び報告の内容を十分参酌した上で、最終的には我が国として

主体的に決定していくべき問題であると考えておりますが、「日本国が締結した条

約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする」と憲法98

条2項の規定もございます。人事院は、あくまで代償措置でございますから、基本

的人権を制約していることには変わりないというのが国際社会の一致した認識であ

ろうと思われる訳でございます。

　すべての国がILOの示す基準に従っていないからといっても、やはり公務員に労

働基本権を保障するのが国際的な動向でございますので、人権保障を積極的に行っ
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ているというわが国の態度を国際社会に示す上でも、今回の法案のようなスキーム

を取り入れることが有用であろうと、そういう認識がこの法案を後押ししたという

ことであろうと思われます。

　以上でございます。

3－4、公務員の鋸閲との格差庭⑤葺鎌蒙伺恥ま誘。ま諜給醤1齢麹疑懸誘瀕、饗

務！員の総与ぽ50炎以墾！の盗業の給導氷準懸墓に作ら燕薫》、ま誘輝、遜鷺懸港国税

局の統謝きによるど平均奪収隆勉懸約麹0遜闇の差溝お一のま勝。さら罐、．囹蒸の場

脊50嚢以講の従業員懸構成さ．羅る塗業瀕登盗業数の業数以畿を叢幽、篭う恥っ捷

中雄歪業ぽ鼓務員の給与基準澄なる盗業蒙頓も低轄賃登懸働》藤騨る捷め、．実際

には先ほま勤誌懸懇瞬録き》瀧約塗⑧曝鯛ま9も炎き麟給凝格差溝ある蓬考髭ら

燕ま蹴

　ま旋、福利厚蛋庭っい懸懸、饗務員捲はi薬済鋸金溺あり、民闇ほぽ霧潅羅な恥

身鐙保障の規定が存荘じ懇騨ま漆6ぞのだめ、瀧と簗民潤謹岡じく墜恥の給与懸

ある婆務員矯溺っ瀧どじ蒸も、福利厚整的鞍面懸い難ば優遇さ鷺蒸騨ると思骸難

まず。

　このよう麟官属格差がある現状1こついて、どう捉箆、考蒸ておられるのか、ざ

意屍お聞が懸く濾さ騨。

（国務大臣）

　現在の給与水準に関しましては、人事院勧告に依拠しておりまして、その是非に

っいては、政府として意見を述べる立場にはございません。ただ、平成18年の勧告

におきまして、従来100人以上の企業であったものを、50人に改めたと承知してお

ります。これにより、いわゆる官民較差が少し改善したということであろうと思わ

れます。

　そこで、本法案でございますが、それが示す自律的労使関係におきましては、協

約締結のための労使交渉を通じて、より民間企業で働く方々の給与や待遇に近い形

で、様々な労働条件が整備されることが可能となって参りますので、いわゆる官民

較差というものも、国民の皆様の監視の下で、労使それぞれが知恵を出し合って解

消しうるのではないかと、また、そうでなければならないと考えておるところでご

ざいます。

　その点、何卒、ご理解を頂きますようお願い申し上げます。

3－5、公務員にも認められるべき太権はありまずが、憲法萄条におい癒、公務

員は全体の奉仕者として定められており、勤務内容も国民を第一に考完行われな
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ぽ鷺ば載燈ま悲ん。給与増額庭関減る協約締結φよう篠、場脊によっ羅は国民の

購懸難欝欝雛灘稀難難纈簿鱗繍
（国務大臣）

　まず、公務員も労働者でございますから、何か給与の増額がいけないかのような

考えは適切ではないと考えておりまして、やはり多からず少なからずの適正額を見

つけることが肝要であると考える次第でございます。全体の奉仕者になるというの

は、決して奴隷契約を結ぶという訳ではございません。その意味で、委員とは若

干、公務員に対する見方が違うのかと思う次第でございます。

　本法案が目指すのは、まさに自律的労使関係という一種の労働市場において、適

切な給与水準を見出していこうとするものでありまして、従来の人事院勧告という

人工的な指標ではない、新たな指標を市場原理によって作り出していこうと、そう

いう趣旨でございます。従いまして、市場のルールに何かご提案のような規制を設

けるというのは、制度の趣旨を損ねるものでございますので、そういうことは考え

るべきではないと考える次第でございます。

3－6、狼務貫が過酷嶽勇働懸膨懇騨る現犠が議る羅蕊轍事実懸瀕る老思麟ま載

溝、置の間題ぽ決じ懇公務員の凄薦あお間題癒ぽ鞍く、墨間憂業懸も業通藻る話

懸鱗。縦熟塞、199騨醐蜘6園翻殺簾幻蝿科医酬轍継隠滋．ぽ邊劃奪「

巨不謙鱗暴嚢量護陳腐循膨覆整備の捲と懸特翁羅懸輪薮「ぞの縮催値懸。癒i臓救

急・災害医療。この閉塞閲の索懸私磁ぽ医師という職業懇続曝認じ懸気勃港体麹

港諺りま慧糊と1記じ縫いま膨灘惹のよう旗事実演ある窒懸、螢務員匿耐膨協

約締結権懇認麟る轟と癒勢働環境鍵良く鞍るの懸謬る澄膨熊墜、・婁の鎌国磯㈱。

原さ霧鱗備をぽ蔭めど繊る鋸藺匿磐励る蛍働環境聞題酸慰礒誕、何か毯麟の懸策、一

を講薩るべき懸ぽ塵騨懸彦よう藻。馨の点雄つ騨羅、楚蚤う鷺考箆鞭琶縁う溺。

（国務大臣）

　大変痛ましいお話でございます。民間企業の労働環境につきましては、私の所管

ではございませんが、やはり労使問の交渉を通じて自律的に改善がなされるという

ことが、好ましい姿であるという点は、民間も官庁も同様であると考えるところで

ございます。

　国家公務員が日夜、社会・国家・国民のために、精力的に業務に従事しているこ

とには、敬意を表さなければなりませんが、それが「過酷な労働」とならないため

にも、労働環境の改善に努めるべきは当然であろうと思われます。協約締結権が付

与されましたら、より現場の声を反映したかたちで、労働環境の改善が図られるこ
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とになるのではないかと考えておるところでございます。

盤鷺．、繋麹難纏騰騰麟騨勲顯類欝篠鰯灘灘
鱗繊甥鱗欝魏羅麟働者蘇購凝翻繍覇購鋸、鷺、じ
馨間騨瓢鱗羅蕪懸融業醗離灘叢麟鮮錨鞭購
馨難…難灘鰹欝鱒鞭難蕨難蕪醐灘蕪揚響鞭用
講謹講禦欝嬢養醗驚欝禦饗境等蔽藝灘熱藩協燕奮i疑鱒藩瀧め腱爾総ら燕る懸露

蕪鞭離識麟澗響鞭麟滋網謎撫騰鱗難構叢購
醐勤盤舗嫌矯り蘇閥轍働離騰切灘醸蕩講雛蕪
擁鱗翻鯉難「勲・紡鷹国鯛顯雛櫛る齢簗灘灘難
爆閥蕊異蚕鷺点が畿ざ》・ま諜。そ繊熱国債翻瀬形悪経営溝悪化畷甕も．国家の

運畿灘駿鰹繋擬礁謬ま旗「騨讐騨麹纏欝雛は
熱灘鯉講麟鱗撰・難員麟購は・灘熱蠣躰繍難
く
「機難魏騨榛駕醗磯鋼乙講繍麟羅難瀞騒務灘

一
蛍
働 墓蒸権蟹民聞同様1逢獄与講るのは恥がが数もの力蓬考鑑癒お9ま誘。そ璽点

に謬》磯・澄鋼3考驚懸じょうが。

（国家公務員制度改革推進本部事務局長）

　お答えいたします。

　まず、やはり公務員といえども、労使関係におかれる労働者でございまして、使

用者との対等・独立な自律的関係を構築するためには、法的な権利を持つことが欠

かせないものと考える訳でございます。

　その上で、本法案の親法になります基本法12条には、「政府は、協約締結権を付

与する職員の範囲の拡大に伴う便益及び費用を含む全体像を国民に提示し、その理

解のもとに、国民に開かれた自律的労使関係制度を措置するものとする」との規定

がございまして、国民の理解とその衆目の監視のもとで、労使交渉が行われるとい

うことでございます。

　その意味で、民間とは異なるとはいえ、やはり国民から理解を得られないような

不当な要求を労働者側から求めることには限界が生じるものと思われます。また、

最終的には、国民の意見は国会において反映されるものでございますので、ご懸念

のようなことにはならないものと考えております。

　以上でございます。

3－8、次捲、本法案にまり国家公務員に盤議権を付与することで、国家公務員

が象議行為を起こ婁再能性淋生まれるわけですが、国家公務員には国家としての
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行政渉一ビ繊を提供する嚢任が謬ざいます。そのだめ黍法案癒ぽ、実際に蒙議行

為が起き懇国民ほ影響瀞鞍る襲く懸数いよう、委員会による璽韮冷令漁、’内閣総

理犬臣ほまる緊急調整なおを定繊ら紅懇おりまず撚、実際礎、歯家婆務員の墾議

行為によっ甕国民、毘聞盗業襲醤の第塁者輝損害を被っ瀧場奢、国ぽ賠償責任を

負うこ劇こなるの遜じまう溺。

（国家公務員制度改革推進本部事務局長）

　この点につきまして、民問労働法制でも、使用者が第三者に対して契約上負担す

る債務が争議行為によって履行できない場合、使用者が債務不履行の貴任を負うか

否かについて学説は一致をみておりませんで、判例の蓄積も乏しいところでござい

ます。従いまして、民間労働法制との均衡の観点から議論を深めるのは難しいもの

と考えており、さらなる議論が必要になろうかと思われます。

　立法政策として、特段の損失補償制度を設けるかという検討は必要になろうかと

思われますが、当面は、現行の国家賠償の枠組みで対応可能ではないかと考えてい

るところでございます。

3－9、熟道的観点廼帯じ土げるの懸あ瓢ば、民間の労働者も公務員も勤労者遜

恥う枠組捧恋ば同ゆ聡あ9、欝働基黍権が原則認めら灘る点について異議ぽあ勢

ま臆ん。じかじ、先ほお恥し上げだどおり、公務負はぞの立場の犠殊性がら蛍働

墓本権の一部ぽ制約さ鷺癒おりま誘。ぞし懸、ぞの代替措置とじ蒸嚢事院の勧告

に基づく民間よりもはるが縫安定膨瀧雇用やその他の権利が漆ぎ恥まず。民間の

場合ぽそういった持権がない捷め、自分の権利を自分懸鋼擾取るための象議行為

が認められているの恋あります瀕、公務員ぽ自ら瀞制限さ燕だ争議権漆澄に見脊

うだけの権利が与えら難懸いる箆め、本法案のように協約締結権癖幾議権を村与

ずる必要はないのではないかと思瞼まず。それ癒も晟問と薗塗ように欝働塞黍権

を求めるの懸あ瀧ば、今ま懸の桟償的特権ぽ放棄ずる「の溝筋懸潜るよう庭思おれ

るの懸載溺、》・かん鐘沁それ懸取り扱っ獲騎る戴事院は本法案の中懸も健在慾あ

ります。その点、太事院における襲務員の代償的特権に対じ羅どう取り組むの

か、お聞が懸願います。

（国務大臣）

　公務員に対して、労働基本権が保障されるべきは、人道的観点ではなく、憲法上

の要請であると承知しております。その上で、労働基本権制約の代償措置としての

人事院制度を維持するのかというご質問であったと思いますが、確かに、中央人事

行政組織としての人事院は存続いたします。しかしながら、従来の人事院勧告の制

度は、引き続き労働基本権の制限を受ける職員、すなわち警察官、自衛官、海上保
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安官、刑事施設職員といった公務員に限定して存続するのみでありまして、非現業

一般職国家公務員に対しては、労使交渉が中心となります。

　その意味で、ご懸念の点はあたらないものと考えております。
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資料⑧　委員会における討論文

（1）会派③作成反対討論文

　私は〔ROADう党〕を代表いたしまして、ただいま議題にあがっておられます国

家公務員法の一部改正に伴い協約締結権および争議権の付与する本法案に対して反

対の立場から討論を始めさせていただきます。

　今日のおける日本の情勢は悪化の一途をたどり、国民は皆不安の中にて生活を続

けております。給与改善なんて叫びたくても叫べない。会社も苦しいのは同じだか

ら。と、民間企業に勤める方はおっしゃいます。このように国民が苦しい状況の中

我慢しているというのに、何故国家公務員だけがこの混乱期にもかかわらず、労働

条件が改善されるのでしょうか。本法案に国民が理解を示すものとは全く考えられ

ません。国民の悲痛な叫びにはいっさい耳を傾けず、自分たちのやりたいことを一

方的に推し進める政府にはまったく理解できません。

　我々が反対する第一の理由に労働状況の官民格差にあります。国家公務員には一

部制限される労働基本権の代替措置として、民間企業に比べて圧倒的に優遇された

身分保障があります。これは国家公務員法にも規定されており、法廷の事由以外で

は職員の意に反して降任、休職、免職されないうえ、これらの不利益処分に対する

権利保障をもされておられます。民間企業であればこのように優しくはありませ

ん。何かミスをすればクビ。何もミスをしていなくても経営が危うくなればリスト

ラでクビ。こういった不条理に中で多くの人々は生活をしております。このような

立場にある彼らが、自分たちよりも堅い雇用保障に立ち、それゆえに争議行為に及

んでも何のお誓めもされることのない国家公務員を拍手でもって迎えいれてくれる

でしょうか。そんなはずはありません。苦しい雇用状況に立っ人々が自らの状況を

改善するために用意されたこの権利を、安定した保障の下にある国家公務員には必

要ないのであります。

　反対の第二の理由に本法案における人事院の存在意義にあります。人事院は先ほ

ど申し上げた国家公務員の身分保障および給与勧告を行っている機関であります

が、これらの保障は労働基本権の制限の代替措置として存在していたため、労働基

本権の制限がなくなる以上この保障を司る人事院についても何らかの修正および廃

止がなされるべきなのであります。しかし本法案の中では依然として人事院は顕在

であり、労働基本権を国家公務員に与えながら今まで通りの身分保障もされている

という恐ろしい図式が完成しております。もちろん本法案の中では労働基本権回復

の恩恵を受けられていない一部の公務員がおりますが、そういった労働基本権の制

約が残る公務員だけを対象にした、人事院に代わる機関を設置するわけでもなく今
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まで通りの人事院でそれを成そうとしている点で政府の法案作成におけるずさんさ

が明らかなものとなっております。このような労働基本権の整備の仕方を行うと、

本来の労働環境の改善という目的から私腹を肥やす目的といったものに変わりかね

ません。そうなると国民と国家公務員との間の溝を深くしてしまい、国民による不

信感は国家公務員に留まらずその使用者たる行政にも及んでいくことは間違いあり

ません。そして現在の混乱期において政府に対してこのように国民の不信感が募っ

ていくことは、絶対に避けなければならないのは言うまでもなく、にもかかわらず

このような欠陥法案によって国民と行政の溝を深め、今一番なされるべきである震

災復興に支障がでてしまうのであれば、即刻棄却すべき法案であることは間違いあ

りません。

　このように、本法案を採択することによって生まれる弊害が幾つもあるのにもか

かわらず、それには目もくれずに法案採択を推し進める政府に国民のための仕事が

なせるものとは思えません。もう一度国民目線に戻り、何が求められているのを理

解しなおす必要があると思われます。そのためには、政府には一度政権の座を降り

ていただき頭を冷やしていただく時間が必要かと思われます。

　以上の理由から本法案に反対することを表明し、討論といたします。ありがとう

ございました。

（2）会派②作成賛成討論文

　私は、〔模範回党〕を代表いたしまして、この法案に賛成の立場から討論をさせ

ていただきます。

　第一に人事院をはじめとした代替措置に関してですが、現行の制度下では、公務

員への労働基本権制約の代償機能を果たすため、国家公務員法に基づいて中央人事

行政機関である人事院が設置され、給与に関する勧告などを行っております。しか

し、この人事院が二〇〇二年に、一連の政府の意向に従いマイナス勧告を行いまし

た。つまり人事院が政府の圧力に屈したのであり、その機能を果たしていないと考

えます。

　第二にLRAの基準と公務員の職種の多様性に関して述べさせていただきます。

労働基本権への規制はLRAの基準に基づくべきと我々は考えております。労働基

本権は労働者の生きる権利として保障されているわけでありますから、それを規制

するにあたっては厳格な審査が不可欠であると考えます。そして公務員といえども

その職種は多種多様であり、その職務の及ぼす社会的影響力にも差異があります。

そのためLRAの基準に照らし合わせて考えますと一重に公務員に対して労働基本

権を規制することはできないと考えます。

一406一



模範議会2011

　第三に争議形態の変化と政治ストの禁止について述べさせていただきます。従

来、公務員の争議権の規制は、公務員の争議行為は国民の生活に甚大な被害を与え

るため、その規制はやむを得ないものとされ合憲であるという判断が示されて参り

ました。しかし公務員の国家公務員による争議行為を実際に伴った争議件数を統計

調査によってみますと、民間企業同様、昭和49年の39件をピークに一度減少し、

昭和56年に37件、57年に34件を記録したものの、その後は再度減少し、平成10年

以降は全く発生していない状況にございます。尚、国家公務員の労働争議が近年発

生していないことの背景には、公務部門においても労使関係の成熟が進んだこと、

公務部門の労使関係に対する国民の見方が厳しさを増していることなど国家公務員

の労使関係を取り巻く様々な環境変化が存在するものと考えられるところでござい

ます。このように労使関係が成熟し現在公務員による争議行為は発生していないた

め一概に公務員に争議権を認めても国民全体の共同利益に反するとは考えられませ

ん。さらに今回の法案では職員団体の争議権を明示的に認めっっ、いわゆる政治ス

トなどを禁止するなど争議権の範囲を限定するとともに、争議権行使の手続を定め

ることとしております。このように労働基本権がその目的を逸脱し、労働者の権利

保護以外に用いられないような体系をとっております。また公務員の職務の公共性

にかんがみ、争議権行使に伴う著しい社会的混乱を回避するため、労働関係調整法

に類似したあっせん、調停、仲裁、中止命令及び緊急調整の仕組みを整備すること

としております。

　最後にILO勧告に関して述べさせていただきます。2002年！1月21日、ILO理事

会は結社の自由委員会第329次報告を採択し、日本の公務員制度は、87号、98号条

約に違反しているので、条約に適合するよう法制度を改革することを日本政府に勧

告しました。勧告では、「全ての関係者と全面的で率直かっ有意義な協議が直ちに

実施されるよう強く要請」され、この協議においては、①消防職員、監獄職員への

団結権の付与、②国家の運営に直接関与しない公務員への団体交渉権・ストライキ

権の付与等6項目にわたって検討事項を明記しました。このような勧告が出されて

いることからも明らかなように、日本の公務員制度は明らかにILO条約に違反し、

国際労働基準から見て遅れをとっております。

　結論として、第一に人事院が機能を果たしておらず、第二にLRAの基準に照ら

しても公務員の争議権の制限はおかしく、第三に争議権付与時の国民の利益も守れ

る上、第四にILO勧告に適合する法制度を作れるため、我々は以上四点の理由か

らこの法案に賛成させていただきます。
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（3）会派①作成賛成討論文

　わたくしは、〔殻覇護素庶党〕を代表しまして、ただいま議題となっております

国家公務員法等の一部を改正する法律案に対し、賛成の立場から討論をします。

　日本国憲法は、第27条、28条において団結権、団体交渉権、団体行動権の労働三

権が保障しております。しかし、ご存知の通り、現在公務員には他の勤労者とは違

い労働基本権制限されており不当な制約が課せられております。その経緯として、

1973年の全農林警職法事件により、公務員の争議行為は国民生活に多大なる悪影響

を及ぼす可能性があることから、全面的に労働基本権の制限がゆるされることなっ

たのです。そして、公務員が労働基本権を剥奪された代償として人事院勧告によっ

て給与や勤務時間などの労働条件を決定されていますが、現状を見ると公務員の労

働条件は非常に劣悪であり、人事院が正確に機能しているとは言いがたい状況にあ

ります。そのような中で公務員の人権がまもられるはずはなく、公務員はあきらか

な人権侵害を受けております。このような状況を見逃してもいいのでしょうか。ま

た、本法律案には人事院が定める政治的ストが禁止されていることなど争議行為に

も制限がかけられております。さらに、内閣総理大臣が、国民経済の運行を著しく

阻害し国民の生活を著しく危うくするおそれがあると認めた場合は緊急調整するこ

とができるとなっております。つまり、この法案は国民の生活を守ろうとする一方

で公務員の人権を守ろうとするものなのであるということなのです。

　また世界各国の公務員みてみると、イギリス、ドイツ、フランスは争議権が認め

られております。そして、日本が行っている公務員の労働基本権の制限は、日本が

イギリス、フランス、ドイツと同様に批准した結社の自由及び団結権保護条約と団

結権及び団体交渉権条約に違反しているのです。そして、現在ILO委員会から条約

にそうように法制度を変えるようにと日本政府に勧告を受けているのであります。

日本政府は「公務員に対する労働基本権の現行の制約を維持する」という考えをあ

らためるように求められ、法令を改正して「全ての関係者と全面的で率直かっ有意

義な協議が直ちに実施されるよう強く要請」するように求められているのです。つ

まりは、日本の公務員制度がILO条約に違反していることはあきらかであり、国際

労働基準から見ても遅れをとっているということである。日本はILOの条約を無

視し、公務員に対して人権侵害を行ってきた、そしてそれがr公務員は全体の奉仕

者」であるということ公務員の人権が無視されつづけてきたということなのです。

公務員の人権を守ることは公務員のためでもありますが、公務員の人権を守ること

が国民に対してのサービスを向上することにもっながるのではないでしょうか。適

正な労働条件で働くことによって公務員は今まで以上のサービスを提供をでき、そ

れによって国民が利益を受けることができると考えられます。本法律案は公務員の
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人権を保護し、かつ公益を守るものであります。この法案は国会の責任において速

やかな成立すべきものであります。そして、我々は今こそ公務員の人権にっいて考

えを改め、公務員の人権保障をするべきではないでしょうか。

　以上の理由から本法律案に強く賛成することを表明し、討論といたします。あり

がとうございました。
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資料⑨　附帯決議案

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　とう
私はただいま可決されました国家公務員法等の一部を改正する法律案に対し、殻覇

護素庶党、模範回党及びROADう党の各派共同提案による附帯決議案を提出いた

します。

案文を朗読いたします。

国家公務員法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議（案）

政府は、本法の施行にあたり、次の事項について適切な措置を講じ、その運用にあ

たっては万全を期すべきである。

一　国家公務員の争議権が極力行使されないよう、常時必要かつ適切な方法におい

て、公務員の待遇改善に努めること

二　国家公務員の争議権については、国民の理解が十分得られる状況の中で行われ

るよう、各職員団体への働きかけを行うよう努めること

三　公務員の労働基本権の重要性にっいて、広く国民に理解が得られるよう必要な

措置を講ずること

四　適切な時期において、本法の実施状況を考慮し、必要な改正等の措置を検討す

ること

五　本制度の適切な運営を確保するため、各職員団体と対等かつ独立した立場を維

持しつつ、密接かつ良好な協力関係を構築すること

右決議する

何卒皆様のご賛同を賜わらんことをお願い申し上げます。
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資料⑩　附帯決議に対する政府発言

　ただいま御決議のありました附帯決議につきましては、その趣旨を尊重し、本法

律案の実施に努めてまいりたいと存じます。
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資料⑪　議長用台本

〔大臣はひな壇に着席して待つ。〕

　　　　　入　場

〔議長下手より入場。〕（〔翻鰯鍾灘〕）

〔議長登壇。一礼して、議長席に着く。〕

〔議長、ギャベルを2度叩く。〕

　　　　　開　議

「これより会議を開きます。」

　　　　　日程の宣告

「日程第一国家公務員法等の一部を改正する法律案（内閣提出、衆議院送付）。」

「まず、委員長の報告を求めます。」

「内閣委員長〔X　　　　　　　〕君。」

　　　　　委員長報告

（〔難鰯饗〕）

（〔委員長下手より登壇。議長に一礼して演壇に進む。議場に向かって一礼（〔鰯饗

（〔報告書朗読〕）

（〔叢縷雛i醗〕、委員長は、議場に向かって一礼して、上手より議席に戻る。途中、

議長に一礼。議長は委員長が議席に戻るまで待つ。）

　　　　　討論終局の宣告

「これにて討論は終局いたしました。」

　　　　　採　決

「これより採決をいたします。」

「本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。」

（〔鍵霧鰯鱗〕）

「問もなく投票を終了いたします。」（〔議席全体を右から左へと見渡す〕）

「　これにて投票を終了いたします。」
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（〔投票終了〕）

「投票の結果を報告いたします。」

「投票総数　　　　　　　OO」

「賛成　　　　　　　　　OO」

「反対　　　　　　　　　OO」

「よって、本案は［可決／否決］されました。」一

〔1欝難驚講｝灘灘〕

（〔灘難鍵難〕）

（〔拍手、国務大臣起立、一礼、着席。〕）

　　　　散　会

「本日はこれにて散会いたします。」〔議長起立、一礼して下手より退場。〕
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資料⑫　本会議における委員長報告

　〔委員長登壇。議長席手前で一礼、演壇で議場に対して一礼し、報告書朗読〕

　ただいま議題となりました法律案にっきまして、内閣委員会における審査の経過

と結果を御報告申し上げます。

　本法律案は、協約締結権等を一般職国家公務員について付与するとともに、争議

権の行使等団体交渉に伴う各種手続を公務員職務の公共性確保の観点から整備する

こと等を目的とするものであります。

　委員会におきましては、法案提出の背景、人事院の独立性、諸外国における公務

員の労働基本権保障の状況、争議権付与と総人件費抑制の関係等について質疑を行

いましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。

　質疑を終局し、討論に入りましたところ、

〔ROADう党〕を代表して〔C3　　　　　　〕委員より反対する旨の意見が、

〔模範回党〕を代表して〔B2　　　　　　〕委員より賛成する旨の意見が、

また、〔殻覇護素庶党〕を代表して〔A2　　　　　　〕委員より賛成する旨の意

見が、それぞれ述べられました。

　討論を終局し、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきもの

と決定いたしました。

　なお、本法律案に対し附帯決議を行いました。

　以上、御報告申し上げます。

（〔場内拍手〕、委員長は、議場ヘー礼、議長に対して一礼し、議席に戻る。）

　　　　　　　　　（本学法学部准教授）

　　　　　　　（立正大学法学部准教授）

（千葉大学大学院専門法務研究科准教授）

　　　　　（鹿児島大学教育学部准教授）
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